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令和４年度水管理・国土保全局関係予算等のポイント
 国水管理・国土保全局河川計画課長　佐藤　寿延

１． 令和４年度予算の考え方
　平成30年の西日本豪雨、令和元年の東日本台風、
令和２年の熊本豪雨については、気象庁気象研究所
は既に気候変動の影響が生じているとして、前者２つ
の災害については、約6.5％、約11％の影響を定量的
に評価している。このように気候変動の影響が顕在化
し、毎年のように大規模な水害や土砂災害が発生して
いる中、これらへの対応を加速化させる必要がある。
　また、令和３年の流域治水法の成立を踏まえ、「あ
らゆる関係者の協働」による流域治水の取り組みが

本格的に開始された。河川における取り組みだけでな
く、流域全体で、この加速化する気候変動へ対応する
こととなる。令和４年度予算は、本格的な流域治水の
取り組みの第一歩となる予算である。
　迅速な復旧・復興を実施することはもちろんのこと、
被害が発生する前に事前の防災・減災対策（以下、
事前防災対策）を実施することが人々の命を守るた
め、また、社会経済的な活動への影響を最小限にと
どめるためにも非常に重要である。

　国土交通省においては、「流域治水」の実効性を
高めるために、令和３年５月に「特定都市河川浸水被
害対策法」等、９本の法律（以下、流域治水関連法）
を改正し、同年11月までに関連する全ての法律が施
行された。流域治水関連法においては以下の４つの
対策を実施するための項目が盛り込まれている。
①流域治水の計画・体制の強化
②氾濫をできるだけ防ぐための対策
③被害対象を減少させるための対策
④被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
　こうした法体系を整備した上で、「流域治水」の本格
的実践を行うために、令和３年12月24日に大和川水
系大和川等において、流域治水関連法の施行後、全

国で初めてとなる特定都市河川への指定が行われた。

〈図－１〉　令和元年東日本台風（台風第19号）での阿武隈川の事例

〈図－２〉　流域治水のイメージ
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〈図－3〉　水管理・国土保全局関係予算の推移

　特定都市河川の指定により、今後、浸水するリスク
が高いエリアを浸水被害防止区域や貯留機能保全
区域として設定することで、水害リスクを踏まえたまち
づくり・住まいづりを推進していく。
　また、これらを推進していくためには、流域内の関係
者に対して、情報を提供し、水害リスクについて十分
に理解していただく必要がある。そのため、令和3年度
からは、想定最大規模降雨により想定される浸水範
囲・浸水深を示した水害ハザードマップに加えて、エリ
ア毎の浸水頻度を示した水害リスクマップの整備に
も着手したところである。
　こうした、流域治水の取組を本格的に現場レベル
で実践していくために、令和４年度予算において、「流
域治水」に関係する制度を創設・拡充するとともに、
必要な予算を計上した。
　また、頻発化・激甚化する水災害に対応し、防災・
減災が主流となる安全・安心な社会を実現するために
は、「流域治水」の取組の他、情報通信技術を活用し
て流域の関係者と必要な情報を共有しながらより高
度な防災減災対策に取り組むなど、デジタル・トランス
フォーメーション（以下、DX）の取組の推進や高度経
済成長期に整備した基幹的防災インフラの老朽化の
進行に伴う施設を適切に維持管理・更新していく必

要がある。
　そのため、防災・減災、国土強靭化の取組の更なる
加速化・深化を図るため、「防災・減災、国土強靭化
のための５か年加速化対策」（以下、５か年加速化対
策）として、令和３年度から令和７年度までの５カ年に
追加的に必要となる事業規模等を定め1、重点的・集
中的に対策を実施していくことが令和２年12月11日
に閣議決定され、令和２年度第３次補正予算におい
て、その1年目の予算が措置されることとなった。

　令和３年度においては、「コロナ克服・新時代開
拓のための経済対策」（令和３年11月19日閣議決
定）にて、いわゆる「16カ月予算」の考え方により、５
か年加速化対策の２年目として措置された令和３年
度補正予算と令和４年度当初予算を一体的に編成
し、切れ目なく取組を進めるとされた。
　以上の状況を踏まえ、令和４年度当初予算におけ
る水管理・国土保全局関係予算は以下の通り計上
された。
　予算総額については、前年度より373億円増の、
9,517億円（対前年度1.04倍）2を計上。なお、本増
分には社会資本整備総合交付金から個別補助事業
への移行分（331億円）を含んでいる。

1. 各年度における取扱については、予算編成過程で検討することとし、今後の災害の発生状況や事業の進捗状況、経済
　情勢・財政事業等を踏まえ、機動的・弾力的に対応することとされている。
2. 令和４年度当初予算及び令和３年度当初予算については、デジタル庁一括計上分を含まない。
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〈図－４〉指定河川の拡大イメージ

　この予算について、近年の社会情勢や政府の方針
に則り、水管理・国土保全局として取り組むべき施策に
対して、それぞれ以下の通り必要な予算を計上した。

＜令和４年度予算における主要項目＞
①ハード・ソフト一体の水災害対策「流域治水」の本
格的実践（5,874億円）
②国土強靱化に資するDXの推進（77億円）
③インフラ老朽化対策等による持続可能なインフラメ
ンテナンスサイクルの実現（2,251億円）
④カーボンニュートラルの推進（52億円）
⑤水辺空間の良好な環境と賑わいの創出による地
方活性化の推進（90億円）
　これらの施策を推進するため、令和４年度におい
て、新たに各種制度を拡充・創設した。その主な制度
を以降紹介する。

２． 新規制度
（１） 水害リスク情報の充実
　近年、特に、中小河川等の水害リスク情報が提供
されていない、いわゆる「水害リスク情報の空白域」で
多くの浸水被害が発生している。
　例えば、令和元年東日本台風では、堤防が決壊し
た71河川のうち43河川（約６割）が水害リスク情報
の空白域であった。
　この水害リスク情報の空白域を解消し、洪水時の
円滑かつ迅速な避難を確保するため、令和３年の水
防法改正により、想定最大規模降雨による浸水想定
区域図を作成する必要がある対象河川が拡大され、
河川では現行の対象である洪水予報河川及び水位
周知河川の約2,000河川に加え、住宅等の防護対

象のある全ての一級・二級河川の約15,000河川が
対象となった。また、下水道では現行の水位周知下
水道を管理する団体（指定検討団体を含む約20団
体）に加えて、浸水対策を目的として整備された下水
道を管理する約1,000団体全てが対象となった。
　これに伴い国土交通省として、河川の洪水浸水想
定区域図の作成は令和７年度までに15,000河川全
てにおいて作成を完了、下水道の雨水出水浸水想
定区域図は令和７年度までに約800団体での作成を
完了することを目標として設定した。
　一方で、これまで、河川事業では地方公共団体に
対して、防災・安全交付金（以下、防安交）において、
基幹事業であるハード整備に付随して行う効果促進
事業3で洪水浸水想定区域図の作成等を財政的に
支援してきたため、基幹事業を実施していない河川に
ついては支援が認められていなかった。そのため、令
和４年度からは洪水浸水想定区域図等の作成を一
層推進していくために、基幹事業として「水害リスク情
報整備推進事業」を創設することにより、基幹事業に
おけるハード整備を実施していない河川においても、
洪水浸水想定区域図等の作成に係る財政的支援が
認められるようになった。
　また、下水道事業では、これまで雨水出水浸水想
定区域図の作成は防安交等において財政的に支援
しており、内水ハザードマップの作成は、防安交の効
果促進事業として財政的支援を実施してきたが、令
和４年度からは「内水浸水リスクマネジメント推進事
業」を創設し、都市下水路を含む下水道事業を実施
する全ての地方公共団体において、雨水出水浸水想
定区域図等の作成に係る財政的支援が受けられる
ようになった。
　なお、「水害リスク情報整備推進事業」は洪水浸
水想定図の作成を令和７年度までに全て完了させる
ことを目的としていることから、河川事業では、令和８
年度から原則、都道府県ごとに全ての河川で洪水浸
水想定区域図が公表されていることを防安交の河川
事業の交付要件とするため、地方公共団体に対し
て、今後、周知徹底を実施していく。 

3. 社会資本総合整備計画の目標を実現するため基幹事業
と一体となってその効果を高めるために必要な事業等の
こと。対応することとされている。
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〈図－５〉　特定都市河川流域におけるハード対策の推進

〈図－６〉　従来の再度災害防止対策のイメージ

〈図－７〉　新たな再度災害防止対策のイメージ
（流域治水型災害復旧制度）

（２）流域治水関連法に基づく「流域治水」の本格
　 　的実践に向けた制度の創設
　令和３年12月には大和川水系大和川等の18河
川において、流域治水関連法の施行後、全国初とな
る特定都市河川の指定が行われ、流域対策の促進
や避難対策の実効性の向上等の観点から、地域の
防災に関わりのある組織の代表者も構成員に加えた
体制が構築され、「流域水害対策計画」の策定が進
められている。
　こうした中、治水対策とまちづくりの連携による「流
域治水」を現場レベルで本格的に実践するため、令
和４年度より新たな予算制度（「流域治水整備事業
（国直轄事業）」及び「特定都市河川浸水被害対策
推進事業（個別補助事業）」）を創設する。
　本制度により、特定都市河川流域において、今後、
都道府県や市町村等が流域水害対策計画に基づき
実施する河道掘削、排水機場の機能増強、雨水貯
留浸透施設の整備、二線堤の整備等のハード対策を
重点的に支援していく。
　また、浸水被害防止区域内の住宅を対象に、居住
者がまとまって集団で安全な地域に移転する制度に
加え、令和４年度からは、個別住宅を対象とした移転
や嵩上げ等の改修に係る財政支援を行うこととして
おり、水災害リスクを踏まえたまちづくり・住まいづくり
を後押ししていくこととしている。
　今後は、特定都市河川の指定を全国に拡大し、地
域と連携し、ハード・ソフト一体となった事前防災対策
を一層推進していく。

（３） 流域治水型災害復旧制度の創設
　災害復旧事業においても、流域治水の考え方に基
づき、流域全体で水災害リスクを早期に低減する対
策を推進することが重要である。
　これまでは、本川上流や支川等において堤防の越
水や決壊が発生した場合、被災箇所の引堤・河道掘

削等を実施するとともに、下流部において追加対策を
実施する復旧方法が主流であったが、令和４年度より
越水箇所等において、遊水機能を確保するための遊
水地の整備と早期に浸水被害の軽減が可能な輪中
堤を組み合わせた復旧方法を被災自治体等が選択
できるように「流域治水型災害復旧制度」を創設す
る。
　具体的には、「河川整備計画」や「流域水害対策
計画」に整備内容が記載されており、浸水を許容する
区域を浸水被害防止区域又は災害危険区域に指定
すること等を条件に、越水・決壊箇所の堤防を元の高
さまで復旧することに加え、同程度の越水が生じた場
合の被害を防止するために、輪中堤、遊水地の整備
を災害復旧事業として実施可能にする。併せて、災害
復旧事業査定設計委託費補助の補助対象に、輪中
堤、遊水地の整備を追加する。

（４） インフラメンテナンス事業の創設
　我が国の河川管理施設、砂防関係施設、海岸関
係施設については、その多くが高度経済成長期に集
中的に建設されており、今後、加速的に老朽化が進
行していく。
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〈図－８〉　建設後50年以上経過する施設の割合

〈図－９〉　個別補助事業の創設に伴い拡充される補助対象

〈図－10〉　下水道脱炭素化推進事業の創設

　人員や予算が限られた中で、災害時も含めてインフ
ラの機能を適切に発揮するためには、新技術等を活
用した維持管理の高度化・効率化を図り、水系全体
で持続可能なメンテナンスサイクルを確立する必要が
ある。
　このためには、インフラ長寿命化計画において、予
防保全によるライフサイクルコストの縮減・平準化を
位置付け、修繕・更新が必要な施設への対策を加速
するとともに、新技術の積極的な活用等を推進する必
要がある。
　これまで国土交通省においては、防安交等によっ
て、地方公共団体が行う老朽化対策を支援してきた
ところだが、令和４年度より、「インフラメンテナンス事
業」を個別補助事業として創設し、防安交による老朽
化対策への支援を廃止し、個別補助制度による支援
に一本化することとした。「インフラメンテナンス事業」
の創設に伴い、「長寿命化計画（個別施設計画）の
策定又は変更」も補助対象とすることにより、地方公
共団体が計画的な老朽化対策を実施できるよう支援
していくこととする。この「インフラメンテナンス事業」
の創設により、関係するインフラ施設全体において持
続可能なメンテナンスサイクルの実現を図っていく。

（５） 下水道事業における脱炭素化の推進
　下水道分野では、日本全体の0.5%に相当する約
600万t-CO2の温室効果ガスが排出されている。
　令和3年度に改訂された「地球温暖化対策計画」

では、下水道分野において、2030年度までに温室効
果ガス（以下、GHG）を2013年比で208万t削減す
る目標が掲げられた。本目標や、2050年カーボンニュ
ートラルの実現に向けて、様々な分野の事業におい
て、あらゆる手段を用いて脱炭素化を推進することが
求められている。
　下水道事業では、これまでもバイオマス資源として
の下水汚泥の有効活用による創エネの取組や省エ
ネによるGHG排出量削減の推進などに取り組んでき
たところである。今後、これらの取組をさらに集中的に
支援するため、令和4年度より、温室効果ガス削減に
資する先進的な創エネ事業（汚泥消化・バイオガス発
電や下水汚泥固形燃料化など）や汚泥焼却時に発
生する一酸化二窒素（N2O）対策事業（排出係数が
一定水準以下の汚泥焼却施設への改築）を対象とし
た個別補助制度「下水道脱炭素化推進事業」を創
設する。

　このほか令和４年度より、GHG削減効果の高い省
エネ対策事業を、社会資本整備総合交付金等の重
点配分対象として新たに設定するなど、様々な予算制
度等により、地方公共団体の脱炭素化への支援の
拡充を図っている。

３． 令和４年度に重点的に取り組む事項
　これら予算制度の他、あらゆる関係者が協働して取
り組む「流域治水」の取組をより一層加速化・深化さ
せて行くために、水管理・国土保全局において重点的
に進めていく取り組みについて紹介する。

治水 第810号令和４年４月30日発行
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〈図－11〉　流域治水プロジェクトの主な指標
＜表　流域治水の推進に向けた
関係省庁実務者会議　構成員＞

（１） 流域治水の取組の見える化について
　令和２年度末に、流域のあらゆる関係者が協働し
て行う対策の全体像を「流域治水プロジェクト」として
取りまとめ、全国109の一級水系全てで策定・公表
し、令和３年度以降、本プロジェクトに基づく対策が進
められている。
　河川整備の事業効果や進捗、及び流域の関係者
の代表的な取組状況をわかりやすく示すため、令和３
年度末に流域治水プロジェクトを一斉に更新し、全国
の一級水系のプロジェクトで取組状況の「見える化」
を行った。
　流域治水の基本となる河川整備についてはリスク
マップを活用し、概ね５年後の事業による効果を示す
とともに、農地・農業用施設の活用や立地適正化計
画における防災指針の作成状況、避難確保計画や
個別避難計画の作成による高齢者等の避難の実効
性確保など、ハード・ソフト一体で多層的な流域治水
の取組状況を指標により定量的に示している。これら
により、流域関係者間での相互理解を深め、連携の
強化を図るとともに、全国の取組事例を横展開するこ
とにより、令和4年度以降も引き続き、流域治水の更
なる充実・強化を図る。

（２） あらゆる関係者と協働した「流域治水」の取
　　 組の更なる推進について
　「流域治水」の取組を更に加速化させる観点から、
令和2 年10 月に関係16 府省庁(表)が垣根を越え
て連携し、「流域治水の推進に向けた関係省庁実務
者会議」を設置した。
　実務者会議において、「緊密な連携・協力の上、流
域治水の取り組みを引き続き充実させていくこと」とし
ており、令和３年７月には、関係府省庁の連携策も含
め、各府省庁が展開する流域治水対策について、今
後の進め方や今後５カ年の目標について集約した「流
域治水推進行動計画」を作成した（図－12参照）。

行動計画には、「計画，基準類の見直し」、「流域全体
を俯瞰した総合的かつ多層的な対策」のほか、「防
災・減災が主流となる社会に向けた仕組みづくり」に
係る取り組みも盛り込んでおり、流域治水推進行動
計画を流域治水協議会において共有し、「流域治水
プロジェクト」の取り組みの充実を図るとともに、地域
で発生した課題の解決に向け関係府省庁が議論を
深め，政策面の取り組みの可視化に努めることとして
いる。
　また、令和４年１月には、「流域治水対策等の主な
支援事業」をとりまとめた。現場レベルでは、流域治水
プロジェクトにおいて，各省庁の施策の連携が進めら
れており、制度面における取り組みを可視化すること
により、今後、現場レベルでの検討のさらなる活性化
及び潜在的な地域の課題の吸い上げによる支援制
度のさらなる充実につなげていくことを想定しており，
国から現場まで一体となった流域治水の推進により
一層努めていく。
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　〈図－12〉　流域治水推進行動計画

（参考：流域治水の推進に向けた関係省庁実務者会
議（国土交通省））
https://www.mlit.go.jp/river/kasen/suisin/
renkei001.html
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７．砂防指定地内等における盛土による災害防止の推進
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令和４年度予算の概要

ᇶ本方㔪

気候変動による水災害の頻発化・激甚化を踏まえ、防災・減災が主流となる安全・安心な社会を実現するた

め、「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」も活用した事前防災対策を完成年度の目標を持っ

て計画的に実施するとともに、水災害リスクを踏まえたまちづくり等の流域治水関連法を活用した取組、国土

強靱化に資するDXの取組、持続可能なインフラメンテナンスの実現に向けた取組等について、あらゆる関係
者が協働して行う「流域治水」の考え方に基づき現場レベルで本格的に実践する。

・ ハード・ソフト一体の水災害対策「流域治水」の本格的実践

・ 国土強靱化に資するDXの推進
・ インフラ老朽化対策等による持続可能なインフラメンテナンスサイクルの実現

・ カーボンニュートラルの推進

・ 水辺空間の良好な環境と賑わいの創出による地方活性化の推進

1
10
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予算の内訳

〇 一般会計予算

○東日本大震災復興特別会計予算（復興庁所管)

単位：億円

単位：億円

（四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある。）

令和４年度予算の概要

2

対前年度

倍　率

一般公共事業費 9,517 9,143 1.04
治　山　治　水 8,654 8,458 1.02
　  治            水 8,484 8,308 1.02
  　海            岸 170 149 1.14

住宅都市環境整備 249 249 1.00
  　都市水環境整備 249 249 1.00
下　　水　　道 614 437 1.41

＜527＞ ＜519＞ <1.01>

505 502 1.00
合　　計 10,021 9,646 1.04

事　　　項 令和4年度 前　 年 　度

災害復旧関係費

対前年度

倍　率

災害復旧関係費 41 74 0.55

事　　　項 令和4年度 前　 年 　度

1．上記計数には、
（1）デジタル庁一括計上分を含まない。
（2）個別補助化に伴う増分331億円を含む。

2．＜＞書きは、水管理・国土保全局以外の災害復旧関係費の直轄代行分を含む。
（上記以外に、行政経費9億円があるほか、省全体で社会資本整備総合交付金5,817億円、防災・安全交付金8,156億円がある。）

せ㡯┠

〇 一般会計予算

Ὁ൦ʙಅሁ᧙̞ᝲ 8,903Εό

Ὁɦ൦ᢊʙಅ᧙̞ᝲ 614Εό

Ὁ災ܹ復᧙̞ᝲ 505Εό
<527Εό>

Ὁᘍኺᝲ 9Εό

ӳ計 10,031Εό

（注）四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある。

※上記以外に、省全体で社会資本整備総合交付金5,817 億円、防災・安全交付金8,156億円、社会資本総合整備（復興）103 億円がある。

うち 河川関係 7,349億円、砂防関係 1,384億円、
海岸関係 170億円

< >書きは、水管理・国土保全局以外の災害復旧関係費
の直轄代行分を含む

୍⯡බඹᴗ㈝ 䠎,䠔䠒䠑൨䚸⅏ᐖᪧ関係㈝䠎,䠒䠔䠔൨

䞉Ẽೃኚ 䜢ືぢᤣ䛘䛯ᗓ┬ᗇ䞉ᐁẸ㐃ᦠ䛻䜘る䛂ὶᇦỈ䛃➼の᥎㐍 䠎,䠐䠔䠎൨

䞉⅏ᐖሗఏ㐩ᡭẁのከ㔜䞉㧗ᗘ䚸䠏ḟඖ䝰䝕䝹➼䜢ά⏝䛧䛯䜲䞁䝣䝷のᩚഛ䚸

⟶⌮➼の䝕䝆䝍䝹の᥎㐍 䠍䠍䠐൨

䞉Ἑᕝ䞉䝎䝮䚸◁㜵関係タ➼の㔜せ䜲䞁䝣䝷䛻係る⪁ᮙᑐ⟇ 䠎䠏䠕൨

䞉ᆅᇦ⤒ 䞉̈̀ほගのάᛶ䜢ᨭ䛘る䛛わ䜎䛱䛵䛟䜚の᥎㐍 䠎䠕൨

䞉Ἑᕝ䚸㐨㊰➼の䜲䞁䝣䝷の⅏ᐖᪧᴗ➼ 䠎,䠒䠔䠔൨

令和４年度予算の概要

ᾀώἡὊἛὉἏἧἚ一˳ỉ൦災ܹݣሊẐ්؏൦ẑỉ
本ႎܱោ

ᾁώࢍם᪆҄ỆẴỦDXỉਖ਼ᡶ

ᾂώỶὅἧἻᎊ҄ݣሊሁỆợỦਤዓӧᏡễ
ỶὅἧἻἳὅἘἜὅἋἇỶἁἽỉܱྵ

ᾃώỽὊἮὅἝἷὊἚἻἽỉਖ਼ᡶ

ᾄώ൦ᡀᆰ᧓ỉᑣڤễؾểកỪẟỉоЈỆợỦ
ࣱ҄ỉਖ਼ᡶ૾ע

（注）この他に工事諸費等がある。

5,874Εό

77Εό

せㄢ㢟

2,251Εό

○東日本大震災復興特別会計予算
（復興庁所管)

Ὁ復Ὁ復興᧙̞ᝲ ᾃᾀΕό
（ạẼẆ復ᾃᾀΕόὸ

ཧ⪃䠖௧䠏ᖺᗘ⿵ṇ予算（Ỉ⟶⌮䞉ᅜᅵಖᒁ）のᴫせ

52Εό

90Εό

3※上記以外に、デジタル庁一括計上分として61億円がある。

※上記以外に、省全体で社会資本整備総合交付金547億円、防災・安全交付金3,733億円がある。
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新規事項
令和４年度予算の概要

【予算制度】
１．ハード・ソフト一体の水災害対策「流域治水」の本格的実践

•水害リスク情報の充実（浸水想定区域図・ハザードマップの空白域の解消）

•流域治水関連法に基づく「流域治水」の本格的実践

•水災害リスクを踏まえたまちづくり・住まいづくりの推進

•流域治水型災害復旧制度の創設

•林野庁との連携による流域流木対策の推進

•津波防災地域づくりの推進と関係機関連携

•治水安全度を向上させるための橋梁の改築・撤去の推進

２．国土強靱化に資するDXの推進
•整備・管理DXの推進

３．インフラ老朽化対策等による持続可能なインフラメンテナンスサイクルの実現

•インフラメンテナンス事業費補助の創設

４．カーボンニュートラルの推進
•下水道事業における脱炭素化の推進

６．公衆衛生の強化等のための下水道の持続性向上
•汚水処理の未普及地域への下水道整備加速化と持続性の向上

７．砂防指定地内等における盛土による災害防止の推進

・・・ P.6

・・・ P.9

・・・ P.13
・・・ P.14

・・・ P.17

・・・ P.18

・・・ P.19

・・・ P.22

【新規税制】
ハード・ソフト一体の水災害対策「流域治水」の本格的実践

•水災害リスクを踏まえたまちづくり・住まいづくりを支えるための税制の特例措置

•高台まちづくりを推進するために住民負担の軽減や円滑な合意形成を図るための税制の特例措置

・・・ P.26

・・・ P.28

・・・ P.13
・・・ P.15

・・・ P.25

・・・ P.29

ハード・ソフト一体の水災害対策「流域治水」の本格的実践
䕿 ᡓᚋ᭱ὥ水等に対ᛂ䛧たἙᕝ整備と流域䛷の対策を⤌䜏合䜟せた「流域治水プ䝻䝆䜵クト」に基づ䛝䚸「防災・減災䚸国土強靱化のための

䠑䛛ᖺ加速化対策」䜒ά⏝䛧䛶䚸ሐ防䚸Ἑ道᥀๐䚸㐟水地・ᨺ水㊰・䝎䝮等の事๓防災対策を成ᖺ度の┠ᶆを持䛳䛶ィ⏬的に実䚹

䕿 合䜟せ䛶䚸水災害リスクを踏まえたまちづくりを䛿䛨めと䛧た流域治水関連法による法的ᯟ⤌䜏をά⏝䛧たྲྀ⤌な䛹䚸「流域治水」の本格的実
践にᚲせとなる新規制度等を創設䚹

䕿 また䚸Ẽೃኚືによる水災害リスクのቑに㐺ᛂするため䚸ᑗ᮶に䜟た䛳䛶ᚲせな㈈※を安定的に☜ಖ䛧䛶いくための᪉策に䛴い䛶䚸⥲合
的な᳨ウを⾜䛖䚹

■ 水害リスク情報の充実

■ 流域治水関連法に基づく「流域治水」の本格的実践

■ 水災害リスクを踏まえたまちづくり・住まいづくりの推進

■ 流域治水型災害復旧制度の創設

■ 高台まちづくり（高台・建物群）の推進

■ 流域治水プロジェクトにおけるグリーンインフラの取組の推進

■ 林野庁との連携による流域流木対策の推進

■ 津波防災地域づくりの推進と関係機関連携

■ 治水安全度を向上させるための橋梁の改築・撤去の推進

■ 農林水産省との連携による水田貯留の推進

■ 厚生労働省等との連携による高齢者等の安全確保

■ 高潮災害等に対する備え・復旧の強化

令和４年度新規制度等

・・・P.6

・・・P.9

・・・P.13

・・・P.14

・・・P.15

・・・P.16

・・・P.17

・・・P.18

・・・P.19

・・・P.36

・・・P.37

・・・P.38

リスクの高い地域

あらゆる関係者が協働して行う「流域治水」の本格的実践 イメージ

ᲫᲨȏȸȉȷǽȕȈɟ˳の൦ܹݣሊž්؏൦ſのஜႎܱោ[ᲫᲩᲫᲯ]

治水ダムの
建設・再生

利水ダム
の活用

遊水地の整備

森林整備・治山対策

Ẽೃኚືのス䝢ードに対ᛂするため䚸㏆ᖺの上流・支ᕝ・┴管理Ἑᕝにおける⿕害䛜㢧ⴭ䛷䛒る䛣と
に䜒␃意䛧䛴䛴䚸流域全体の㈓␃機能の向上や㔜せ区域の水機能の強化䚸下流・本ᕝ・国管理Ἑ
ᕝの整備等䚸ከᵝな対策の୰䛛䜙᪩ᮇの安全度向上に資する対策を㐺ษに⤌䜏合䜟せ䛶ඃඛ的に
実する䚹

（新規）
林野庁との連携による
流域流木対策の推進

（新規）
水害リスク
情報の充実

（新規）
水災害リスクを

踏まえたまちづくり
・住まいづくりの推進

(新規)
高台まちづくりの推進

高潮災害等に対する
備え・復旧の強化

（新規）
流域治水型災害
復旧制度の創設

ため池等
の活用

雨水貯留・排水
施設の整備

海岸保全施設の整備

バックウォーター対策

5

䠑䠈䠔７４൨円

（新規）
治水安全度を向上させる
ための橋梁の改築・撤去

の推進

(新規)
流域治水関連法に基づく
「流域治水」の本格的実践

厚生労働省等との
連携による高齢者等

の安全確保

農林水産省との
連携による

水田貯留の推進
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×
×

水害リスク情報の充実（浸水想定区域図・ハザードマップの空白域の解消） （１／２）

■水害リスク情報の空白域において浸水被害が多発

○ 近年、中小河川等の水害リスク情報の提供を行っていない水害リスク情報の空白域で多くの浸水被害が発生。

○ 水害リスク情報の空白域を解消するため、水防法を改正し、浸水想定区域図及びハザードマップの作成・公表
の対象を全ての一級・二級河川や下水道※に拡大。

○ 洪水浸水想定区域図は令和７年度までに完了を目指し、雨水出水浸水想定区域図は令和７年度までに８割完
了を目指す。

■水防法を改正し、浸水想定区域の指定対象を拡大

※全ての一級・二級河川や下水道とは、住宅等の防護対象のある全ての一級・二級河川や浸水対策を目的として整備された下水道のこと。

・令和元年東日本台風では、堤防が決壊した７１河川のうち４３河川（約６
割）、内水氾濫による浸水被害が発生した１３５市区町村のうち１２６市区
町村（約９割）が水害リスク情報の空白域。

浸水想定区域（洪水及び雨水出水）の指定対象数

水害リスク情報空白域
における浸水被害

中心市街地の浸水
（令和元年8月の前線に伴う大雨）

佐賀県佐賀市
水害リスク情報の空白域における水害事例

宮城県丸森町

丸森町（字神明南地内）の被災状況
（令和元年東日本台風）

まるもりまち あざしんめいみなみちない

河

川

下
水
道

新たに指定対象となる河川及び
その洪水浸水想定区域（イメージ）

公表されている洪水浸水想定区域

浸水想定区域図 ハザードマップ

河 川
（洪水） 令和７年度までに完了※ 令和８年度までに完了目標

下水道
（雨水出水） 令和７年度までに約８００団体完了※ 浸水想定区域図作成後速やかに作成

指定対象河川の拡大イメージ

・河川（洪水浸水想定区域）では約１５，０００河川、下水道（雨水出水浸水想定区域）
では約１，０００団体が新たに指定対象として追加。

凡例
×：人的被害

※ 第５次社会資本整備重点計画KPIに位置付け

新規
事項

6

１．ハード・ソフト一体の水災害対策「流域治水」の本格的実践[２／１５]

河川（洪水） 下水道（雨水出水）

事ᴗྡ 水害リスク情報整備᥎㐍事ᴗ 内水浸水リスクマ䝛ジメ䞁䝖᥎㐍事ᴗ

浸水想定区域図 ハザードマップ※ 浸水想定区域図 ハザードマップ

実体 㒔道ᗓ┴ 市町村 㒔道ᗓ┴、市町村 市町村

⿵ຓ⋡ １／３ １／２

ᨭᮇ㛫 令和７年度まで 令和８年度まで 䠉

対象 全ての一級、二級河川のうち、防災・Ᏻ全付㔠による河川事ᴗ
を実していない河川

下水道事ᴗ（㒔市下水㊰をྵ䜐）を実する全ての地᪉公ඹ団体

備⪃
（そのὀព
事項等）

䕿ᨭᮇ㛫⤊了後、洪水浸水想定区域図及び洪水ハザードマップの作
成は、ཎ๎、ຠᯝಁ㐍事ᴗによる᭦新のみを対象とする。

䕿令和８年度௨㝆、ཎ๎、㒔道ᗓ┴䛤とに全ての河川で洪水浸水想定
区域図が公表されていることを防災・Ᏻ全付㔠の河川事ᴗの付
せ௳とする。

䕿浸水想定区域図等の作成に加䛘、㑊㞴行ືに資する情報・ᇶ┙の整
備や、雨水⟶⌮⥲ྜ計画の策定も本事ᴗのᨭ対象とする。

䕿令和８年度௨㝆、᭱大ク䝷スの内水に対ᛂした浸水想定区域図が作
成されていることを、雨水対策事ᴗに対する付㔠の重点㓄ศのせ
௳とする䈜。

水害リスク情報の充実（浸水想定区域図・ハザードマップの空白域の解消）（２／２）

■水害リスク情報の空白域解消に資するண⟬ᨭไ度

※㒔道ᗓ┴が市区町村に対し事ᴗ㈝の１／３௨ୖを㈇ᢸするሙྜに㝈る。

新規
事項

7

○ 浸水想定区域図等の作成をᨭするため、防災・Ᏻ全付㔠においてᇶᖿ事ᴗをタ。

・河川事ᴗ（ハード整備）と一体となってそのຠᯝを一ᒙ㧗めるためにᚲせな事ᴗとして、ຠᯝಁ㐍事
ᴗにより、浸水想定区域図やハザードマップの作成をᨭ

・下水道の浸水対策事ᴗ（ハード整備）の一㒊として浸水想定区域図の作成ཪはຠᯝಁ㐍事ᴗにより
ハザードマップの作成をᨭ

ᇶᖿ事ᴗをタし、ハード整備がないሙྜであっても浸水想定区域図やハザードマップの作成をᨭ

᪤Ꮡの
ྲྀ⤌

令和４年度
より

䈜雨水出水浸水想定区域の指定対象団体を対象とする。

１．ハード・ソフト一体の水災害対策「流域治水」の本格的実践[Ჭ／１５]
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水害リスク情報の充実（水害リスクマップ（浸水頻度図）の整備）

○ 従来、想定最大規模降雨の洪水で想定される浸水深を表示した水害ハザードマップを提供し、洪水時の円滑
かつ迅速な避難確保等を促進。

○ 今後は、これに加えて、浸水範囲と浸水頻度の関係をわかりやすく図示した「水害リスクマップ（浸水頻度図）」
を新たに整備し、水害リスク情報の充実を図り、防災・減災のための土地利用等を促進。

8

【令和４年度の国土交通省としての取組】

・全国109の一級水系において、外水氾濫を対象とした水害リスクマップ
の作成を完了させるとともに、先行して、特定都市河川や水災害リスク
を踏まえた防災まちづくりに取り組む地区において、内水も考慮した水
害リスクマップを作成

水害リスクマップの活用イメージ

○水害ハザードマップ

水害リスク情報の充実

※着色範囲は想定最大規模降雨の洪水で想定される浸水範囲

現在（外水氾濫のみ） 整備後（外水氾濫のみ）

※2 上記凡例の（ ）内の数値は確

率規模を示していますが、これは
例示です。

内水氾濫浸水解析対象範囲

○水害リスクマップ

※1 当資料の水害リスクマップは床上浸水相当（50cm以上）の浸水が発生
する範囲を示しています。（暫定版）

水害リスクマップの凡例 ※2

※1

A

ハザードマップの凡例

○住居・企業の立地誘導・立地選択や水害保険への反映等に活用
することで、水害リスクを踏まえた土地利用・住まい方の工夫等を
促進

河川整備による
水害リスクの軽減

○企業BCPへの反映を促進することで、洪水時の事業資産の損害を
最小限にとどめることにより、事業の継続・早期復旧を図る

現在の水害リスクと今後実施する河川整備の効果を反映した
将来の水害リスクを提示し、以下に取り組む

※着色範囲は想定最大規模降雨の洪水で想定される浸水範囲

AA

※着色範囲は想定最大規模降雨の洪水で想定される浸水範囲

１．ハード・ソフト一体の水災害対策「流域治水」の本格的実践[４／１５]

※1 「特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律」（令和３年法律第31号）
※2 「接続する河川の状況」又は「河川の周辺の地形等の自然的条件の特殊性」により河道等の整備による浸水被害の防止が困難な河川を追加

ὶᇦ水関㐃ἲにᇶづく「ὶᇦ水」のᮏ᱁ⓗ実㊶（䠍䠋４）

○ 特定都市河川ὶᇦにおいて、ἲⓗᯟ組み※䠍・ண⟬ไ度・⛯ไ等を最大限活用し、㐟水地・⥺ሐ・雨水㈓␃
浸㏱施タ等のハード対⟇と浸水リスクの㧗い土地の利用規ไ等の䝋䝣䝖対⟇をᙉຊに᥎進。

法的枠組みを活用した流域治水の推進

特定都市河川の指定 全国の河川へ指定拡大
▼
▼

流域水害対策協議会の設置 計画策定・対策等の検討
構成員︓河川管理者、下水道管理者、都道府県、市町村等

▼
▼

流域水害対策計画 策定
洪水・雨水出水により想定される浸水被害に対し、
概ね20–30年の間に実施する取組を定める

計画に基づき、関係者の協働により、
「流域治水」を本格的に実践

特定都市河川流域におけるハード・ソフト対策のイメージ

背景
気候変動による降雨量の増加により、本支川合流部や狭窄部などの箇
所において、従来想定していなかった規模での水災害が頻発
例）西日本豪雨（H30）、東日本台風（R1） など

特定都市河川の指定要件を拡大※２し、全国の河川で、法的枠組み
を活用して、ハード整備の加速に加え、国・都道府県・市町村・企業等
の関係者の協働で土地利用規制や流出抑制対策等に取り組む。

特定都市河川における流域治水の本格的実践

遊水地・輪中堤・排水機場等の整備の加速

雨水浸透阻害行為への対策の義務付けによる雨水流出抑制の推進
公共・民間による雨水貯留浸透施設の整備促進

浸水被害防止区域・貯留機能保全区域の指定等の
水災害リスクを踏まえたまちづくり・住まいづくりの推進

など

令和４年度より
ண⟬の㔜Ⅼ

令和４年度より
ண⟬・⛯ไᨭ

新規
事㡯

9

１．ハード・ソフト一体の水災害対策「流域治水」の本格的実践[５／１５]
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輪中堤の整備
（河川管理者）

二線堤の整備
（都道府県、市町村、民間事業者 等）

排水機場の機能増強
（河川管理者、都道府県、市町村、民間事業者 等）

遊水地の整備
（河川管理者）

堤防整備
（河川管理者）

河道掘削
（河川管理者）

雨水貯留浸透施設の整備※４

（都道府県、市町村、民間事業者 等）

河川対策 流域対策

事業
メニュー

河道掘削、堤防整備、遊水地
の整備、輪中堤の整備、
排水機場の機能増強 等

雨水貯留浸透施設※４、
二線堤の整備 等

実施主体 河川管理者
都道府県、市町村、民間事業者

等

国庫補助率 １／２ （個別補助事業）
１／３（通常）

⇒ １／２（個別補助事業）

流域治水関連法に基づく「流域治水」の本格的実践（２／４）

○ 本支川合流部や狭窄部等を有する浸水リスクの高い地域（特定都市河川流域）における早期の浸水被害軽減のため、
土地利用規制と合わせて実施する遊水地・二線堤等のハード対策に集中的に投資するための新規事業を創設。

特定都市河川流域における主なハード対策

流域治水整備事業（国直轄事業）の創設
既存事業を統合・リニューアルすることにより、土地利用規制等のソフト対策を含
む流域水害対策計画に位置付けられた国直轄事業を計画的かつ集中的に実
施し、早期に治水安全度を向上させる。

特定都市河川浸水被害対策推進事業
（個別補助事業）の創設

既存の交付金・個別補助事業を統合・リニューアルすることにより、土
地利用規制等のソフト対策を含む流域水害対策計画に位置付けら
れた都道府県・市町村・民間事業者等が実施する事業を計画的か
つ集中的に実施し、早期に治水安全度を向上させる。 総合治水対策特定河川事業※３

総合内水緊急対策事業※３

土地利用一体型水防災事業※３

流域治水整備事業

※３ 令和３年度以前に採択された事業は令和４年度以降も継続

事業の発展的統合

流域治水対策河川事業

総合治水対策特定河川事業

総合内水対策緊急事業

＜交付金事業※１＞ ＜個別補助事業＞

河川・下水道一体型豪雨対策事業

調節池整備事業

事業間連携河川事業※２

大規模特定河川事業※２

※２ 特定都市河川で実施する事業を切り出し、それ以外の事業は継続して実施
※１ この他、特定都市河川で実施する事業を一部切り出す事業もある

事業の
一部切り出し

個別補助事業
への移行

特定都市河川浸水被害対策推進事業

※４：雨水貯留浸透施設の整備（Ｒ３年度に制度拡充）
実施主体：市町村、都道府県、民間事業者等 国庫補助率：1/2
その他支援：民間事業者等が整備する場合の固定資産税の減税
（課税標準を1/6～1/2の範囲で条例で定める範囲の割合とする）

（）内は実施主体

新規
事項

10

１．ハード・ソフト一体の水災害対策「流域治水」の本格的実践[６／１５]

11

流域治水関連法に基づく「流域治水」の本格的実践（３／４）（川水⣔川の事）

পਮ川水௺流域
পਮ川

特定都市河川定

นの(ᒡ部)

䠖特定都市河川（国管理༊間）
䠖特定都市河川（県管理༊間）
䠖特定都市河川流域
䠖⾜ᨻ⏺

河川ય間؟পਮ川水௺পਮ川 ੑ18河川
流域એق2⋾712؟流域内の市町村ਯ ك25

পਮ川流域合治水対策の推進قS60كع

河川ఊ峮水ଡ଼ఊ等の推進ٳ

ఱଐਛಸ水対策事業にାুٳ كعH30.5ق
ཹ緊のୖ峑岬る内水浸水被害のੰに向け、市町村と連携し、
対策にਏなฅ施ਝを整備

特定都市河川 R3.12.24定

特定都市河川峕定し岝১的ੌ峩の峬峒峑岣流域治水岤峼ਘৡ峕推進
ع流域治水ঢ়৴১の行岝৸国ੂの定ع

৲河川整備のਸசٳ
流域水害対策計画に੦峏岹河道చ
峮ฉ水地等の整備をਸச৲

崷嵤崱整備のਸச৲ 流域峕岴岻峵ฅ嵣浸්ਃચの 水害嵒崡崗峼౷峨岲峉ଅਹ৷

❅ি土事ਜਚৃ地下ฅ施ਝ
ك大ਮৈি市౭町ق

た峫池治水利用
كଠ৶市ᅤ治町ق

ฅ設の整備ٳ
流域峑雨水をฅ・浸්させ、水害リ崡崗を
らすた峫、ਁુ峮民間੫業等による雨水
ฅ浸්施ਝの整備をയ進
峉峫の治水ਹ৷ٳ
既存た峫池を治水にણ用するた峫のଣ流ઠ
のఊ等をയ進

補助૨のሆ岼ق補助૨1/3ك1/2ܒ
ಕ定ৱਓઘ峼1/61/2ع 峕ೄ

ਁુ嵣ড়峕峲峵対策への補助স、
ઘરಉの২をણ用

市ඌ৲ౣো೪制ય域※の定૾ய

浸水被害ଆૃય域の定ٳ
ฅਃચ৳৸ય域の定ٳ
峑定する岥市ඌ৲ౣো೪制ય
域岦等を中ੱにય域の定をਫ਼ୈ

峇の土地峑業等をむ্のક୧の૦ണ
෫એৈ岿峮ଡୗ৸のન৳岶ਏとなるܒ
地における୫મષ峮൧ਚの૦ണ
※ਉಋ岝৫発రૃとなるܒ ※R4.4.1ਫ都市計画১施ষ

ං水ฅ浸්設整備峕対峃峵峔੍ର

ٛ浸水被害ଆૃય域の定峕峲峵ૠのٜ

পଚਿ

ఱଐ

大ਮ川流域総合治水対策ੈ৮ভقR3.7.19৫ಈك
流域ঽ治体より特定都市河川の定をਏ

পਮ川流域峕岴岻峵合治水の推進峕ঢ়峃峵(ఱଐ)の施ষٳ
流域におけるৗたなୖのੰৠに向けたੌのਘ৲ كعH30.4.1ق
総合治水のੌを体௺的に実施

পਮ川流域

大和川水系大和川等において、特定都市河川浸水被害対策法（令和３年11月1日施行）の改正後、全国初となる特定都市河川の指定を行い、「流域治
水」を本格的に推進。

○ 特定都市河川浸水被害対策法に基づ䛝、雨水貯留浸透施設等の✚ᴟ的䛺᥎㐍ཬ䜃流域のᣢ䛴ಖ水・貯留ᶵ⬟の㐺ṇ䛺⥔
ᣢ、水⅏害リスクを㋃䜎䛘た䜎䛱づく䜚との連ᦠ、ఫ䜎い᪉のᕤኵ等、⥲合的䛺流域対策を国ᒎ㛤。

） 特定都市河川における流域治水の本格的実践（川水⣔川等）

１．ハード・ソフト一体の水災害対策「流域治水」の本格的実践[Ჱ／１５]
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流域治水関連法に基づく「流域治水」の本格的実践（４／４）（江の川の事例）

12

○ 早期に住民の生命等を豪雨災害から守る観点に立ち、従来の堤防整備、家屋の嵩上げによる対策に加え、安全な地区・地域
への移転（移住）等により、まちづくりにおける立地適正化計画と連携して「コンパクトで安全な地域拠点づくり」を推進。

まちづくりと一体となった河川整備 実施のながれ

○沿川の災害リスク、人口・経済等の分析
○将来イメージの策定（全体、地区別）
○実施手順や事業手法の検討

治水とまちづくり連携計画
（江の川中下流マスタープラン）

○各市町の目指す将来像
○将来像を実現するための取り組み
「地域連携」、「安心・安全」、 「地域発展」など

沿川市町 都市計画マスタープラン 等

○集落や自治会単位で意見交換会やアンケー
ト調査を実施し、地区別計画を地域住民と行
政機関が協働で策定

地区別計画の立案

まちづくりと一体となった河川整備の実施

立
地
適
正
化
計
画

連
携

【谷地区】
まちづくり事業と一体となっ
た河川整備を実施し、あら
たな空間と高齢者や若者が
定住するまちを創出

【港地区】
リスクが高いエリアに居住
する家屋を、高台に造成・移
転し、集約することで持続可
能な集落を創出

江の川流域（緊急対策特定区間）における治水とまちづくりの連携

国、県、市の職員から構成される「江の川流域治水推進室」を設置し、都市再生機構(UR) の技術的支援を受けながら、持続可能な江の川流域生活圏
の実現を目指す。
河川整備にあわせて持続的なまちづくりを実施するため、「治水とまちづくり連携計画（江の川中下流域マスタープラン）【第１版】」（素案）を
公表し、今後、地域の意見を反映したうえで計画を策定し、河川整備とまちづくりを一体的に推進。

例） 江の川流域における流域治水の本格的実践

１．ハード・ソフト一体の水災害対策「流域治水」の本格的実践[８／１５]

水災害リスクを㋃まえたまちづくり・住まいづくり
水災害リスクを㋃まえたまちづくり・住まいづくりの推進

᪂つ
事㡯

１．ハード・ソフト一体の水災害対策「流域治水」の本格的実践[Ჳ／１５]

○ 特定都市河川流域において、区域指定による移転等のಁ進や㛤発・ᘓ⠏行Ⅽのチ可ไのᑟධ、㈓␃機能を᭷する㎰地等
のಖ全等、水災害リスクを㋃まえたまちづくり・住まいづくりを推進するためのண⟬・⛯ไ等の᪂たなᨭไᗘを創タ。

水災害リスクを踏まえたまちづくり・
住まいづくりの推進

水災害の危険性の高い地域の居住を避ける

水災害の危険性の高い地域に居住する場合にも命を守る

水災害の危険性の高い地域からの移転を促す

浸水被害防止区域の指定
浸水被害が頻発し、住民等の
生命・身体に著しい危害が生じる

おそれのある土地を指定

特定都市河川流域における土地利用

移転や改修への支援制度

農地等の貯留機能の活用の促進

䈜䠍䠖地᪉බඹᅋ体に対するᅜの⿵ຓ⋡䠖3/4等（地᪉㈈政ᥐ⨨とྜ䜟䛫て、実㉁、ᅜが約94䠂を㈇ᢸ）
䈜䠎䠖地᪉බඹᅋ体に対するᅜの⿵ຓ⋡䠖1/2
䈜䠏䠖地᪉බඹᅋ体に対するᅜの⿵ຓ⋡䠖1/2等
䈜４䠖ᾐ水⿕害防Ṇ区域のሙྜ、᪤Ꮡの住Ꮿཬ䜃特に防災上の㓄៖をせする者が⏝する♫会⚟♴施タ等を対㇟

なお、各ᨭไᗘに䛿、別㏵、⿵ຓの㝈ᗘ㢠がある

ᾐỈ⿕ᐖ㜵Ṇ༊ᇦࡿࡅ࠾ఫᏯ࣭せ㓄៖⪅タ➼ࡢ㛤Ⓨ࣭ᘓ⠏⾜Ⅽࡢチྍไࡢᑟ
ධࠊࡸ㒔ᕷィ⏬ἲୖࡢཎ๎㛤Ⓨ⚗Ṇࠊ㧗㱋⪅⚟♴タ➼ࡢ᪂つᩚഛࡢᢚไ➼ࡼ
㜵Ṇࢆᐖᣑ⿕ࡾ

ᾐỈ⿕ᐖ㜵Ṇ༊ᇦ➼ࡢᾐỈࣜࡢࢡࢫ㧗࠸༊ᇦᒃఫࡿࡍ᪉ࡢࠎᏳࢆᏲࠊࡵࡓࡿ
Ꮿᆅࡢᔞୖࢸࣟࣆࡸࡆ➼ࡢᑐ⟇ࢆ᥎㐍

㜵⅏㞟ᅋ⛣㌿ಁ㐍ᴗ➼ࠊࡾࡼᾐỈ⿕ᐖ㜵Ṇ༊ᇦ➼ࡢᾐỈࣜࡢࢡࢫ㧗࠸༊ᇦࡽ
㜵Ṇࢆᐖᣑ⿕ࠊࡋಁࢆ㌿⛣ࡢ

（がけ地㏆᥋等༴㝤住Ꮿ移転事業） 【住Ꮿᒁᡤ⟶事業】
災害༴㝤区域等の区域ෆにある᪤Ꮡ適格等の住Ꮿの移転へのຓ成をᨭ䈜䠎

○ ௧４ᖺᗘより災害༴㝤区域等に加え、ᾐ水⿕害防Ṇ区域等を㏣加

（災害༴㝤区域等ᘓ⠏≀防災ᨵಟ等事業）【住Ꮿᒁᡤ⟶事業】
災害༴㝤区域等の区域ෆにある᪤Ꮡ適格等の住Ꮿཬ䜃ᘓ⠏≀（㑊㞴ᡤ等に
㝈る）のᾐ水対策ᨵಟ等へのຓ成をᨭ䈜䠏

○ ௧４ᖺᗘより災害༴㝤区域等に加え、ᾐ水⿕害防Ṇ区域を㏣加䈜４

貯留機能保全区域の指定
洪水・雨水を一時的に貯留する
機能を有する農地等を指定

௧４ᖺᗘより、㈓␃機能ಖ全区域として指定したᅵ地にಀるᅛ定㈨⏘⛯ཬ䜃都
市計画⛯への特例ᥐ⨨（ㄢ⛯ᶆ‽を2/3䡚5/6の⠊ᅖで᮲例で定める⠊ᅖのྜ
とする）を創タ

㈓␃機能を
᭷するᅵ地

௧４ᖺᗘより㈓␃機能ಖ全区域の指定にあ䜟䛫
た地᪉බඹᅋ体や民間事業者等による⥺堤の
⠏造等へのᨭ（ᥖ）
・ᅜᗜ⿵ຓ⋡の嵩上げ（1/3䈜䋻1/2）

ͤ㸸Ẹ㛫ᴗ⪅➼ᩚࡿࡼഛࡣ௧㸲ᖺᗘࡾࡼ᪂つタ

（防災集ᅋ移転ಁ進事業）【都市ᒁᡤ⟶事業】
ᾐ水⿕害防Ṇ区域等の災害༴㝤エリアにおいて、地域コ䝭䝳䝙䝔䜱を⥔持し䛴䛴、
防災ᛶྥ上をᅗるため、住居の集ᅋ的移転のಁ進を目的として、住Ꮿᅋ地の整
備、住居の移転、移転ඖ地の㈙取等に対し事業㈝の一㒊を⿵ຓ䈜䠍

○ ௧䠏ᖺᗘより災害༴㝤区域に加え、ᾐ水⿕害防Ṇ区域等を㏣加
○ ௧䠎ᖺᗘより᭱ᑠ移転ᡞᩘを䠍䠌ᡞ䊻䠑ᡞに⦆
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高台まちづくり（高台・建物群）の推進

○ 令和２年12月に策定した「災害に強い首都『東京』形成ビジョン」に基づき、高台まちづくりを推進するため、水
害リスクや避難のあり方を踏まえ、モデル地区における高台まちづくりの実践を地方公共団体と連携して推進。

○ 高台まちづくりの一環として高規格堤防整備事業の加速化を図る、税制特例（固定資産税、不動産取得税）を２年
間延長。

税制概要

特例措置の内容

期 間

【不動産取得税】
高規格堤防特別区域の公示日から２年以内に従前権利者が建替家屋を取得し
た場合に課税標準から従前家屋の価格を控除。

特例措置を２年間（令和４年４月１日～令和６年３月31日）延長する。

高規格堤防整備事業は、民有の土地を一時使用して盛土等を行い、工事終了
後に当該土地を返還する手法で事業を行う。そのため、事業実施に当たっては、
一時移転を余儀なくされる住民の負担軽減や事業手法への理解と合意形成の
円滑化を図ることが必要。このことから、堤防整備後に従前権利者が取得する
建替家屋について、不動産取得税や固定資産税の特例措置を講じる。

高規格堤防整備事業の流れ

事業地外に仮移転
（１回目の移転）

元の土地に戻る本移転
（２回目の移転）

②事業中（移転）

土地を使用

河川区域

仮移転先での数年間の生活

④完成

堤防決壊による壊滅的な被害を防止

①事業前

超過洪水等に対し堤防決壊のおそれ

河川区域

家屋

【固定資産税】
高規格堤防整備事業のために使用された土地に従前権利者が取得した建替家
屋の固定資産税について、従前権利者居住用住宅については２／３、従前権利
者非居住用住宅及び非住宅用家屋については１／３を、新築後５年間減額。

国による盛土

工期 通常３～５年

高規格堤防整備事業

河川区域

③事業中（盛土）
高規格堤防整備事業

河川区域

建替家屋

整備後

整備前（荒川）

都市部ゼロメートル地帯における高規格堤防等の整備
により、平時の良好な都市空間・住環境の形成、緊急
時の避難場所や救出救助等の活動拠点として活用

高台まちづくり

新規
事項

15

１．ハード・ソフト一体の水災害対策「流域治水」の本格的実践[１１／１５]

流域水ᆺ⅏害ᪧ制ᗘのタ
○ 災害ᪧ事業においてࡶ、ὶᇦ水の⪃え方に基づき、ୖὶࡽୗὶ、ᮏᕝ࣭ᨭᕝのὶᇦ体をಠ▔し、ὶᇦ体࡛
水災害リスクをపῶするᑐ策を推進。

○ ᮏᕝୖὶやᨭᕝにおいて堤防のỴቯや㉺水ࡀⓎ⏕したሙྜ、㐟水ᶵ⬟を☜ಖしࡘࡘ、᪩ᮇにᾐ水⿕害の㍍ῶ࡞⬟ྍࡀ
㍯୰堤や㐟水地の整備を災害ᪧ事業として実࡛きる「ὶᇦ水ᆺ災害ᪧ制ᗘ」をタ。

ୗ流への負Ⲵを⪃៖した㏣ຍ対⟇

を実施 （㏣ຍの河川事業で実施）

被⅏水に対ᛂして

堤防のᔞୖ䛢、ᘬ堤、河㐨᥀๐

により⫼後地యのᾐ水を防䛠

（⅏害ᪧ事業ཪはᨵ良ᪧ事業で実施）

新たなᗘ⅏害防止対⟇
（流域水ᆺ⅏害ᪧ制ᗘ）

ᾐ水

これまでのᗘ⅏害防止対⟇

㏣ຍ対⟇
（河㐨᥀๐等)

ᘬ堤・河㐨᥀๐等

㐟水ᶵ⬟☜ಖ

㍯中堤

㏣ຍ対⟇
（河㐨᥀๐等)

ୗ流におけるᨵಟをᚅつことなく、
㏿やかに被⅏⟠所のᗘ⅏害防止
を実⌧

新たな㑅ᢥ⫥
を㏣ຍ

こ
れ
ま
で

ᣑの内容

䚽河川整備ィ⏬に対⟇がグ㍕されているこ
とやᾐ水をチ容する区域をᾐ水被害防止
区域等にᣦ定すること等を᮲௳に、⅏害
ᪧ事業により、ୗ流における㏣ຍのᨵ
ಟを必要としない対⟇（㍯中堤、㐟水地の
整備）を実施ྍ⬟にする。

䚽また、⅏害ᪧ事業ᰝ定タィጤク㈝⿵
助の⿵助対㇟に、㍯中堤、㐟水地の整備
を㏣ຍする。

ᰝ定タィጤク㈝⿵助 䠖ᰝ定タィ᭩をస成するためのㄪᰝ、 㔞、タィ
等に要する⤒㈝を⿵助 【 ⿵助⋡ 䠖１／２ 】

పい堤防が㉺水・
決壊し、ᾐ水

新規
事項

14

㍯中堤ཪは㐟水地の整備により、
㐟水ᶵ⬟を☜ಖしつつ家屋ᾐ水を
防ᚚ

１．ハード・ソフト一体の水災害対策「流域治水」の本格的実践[１Ც／１５]
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●自然環境が有する多様な機能の活用
・大型水鳥を観察するエコツアー
・ミズベリング協議会による水辺利用の創造
・小中学校などにおける河川環境学習
・景勝地等の景観の保全

●生物の多様な生息環境の保全・創出や地域特性と調和した
景観形成（P27参照）
・自然環境の保全・再生などの自然再生

・大型水鳥の生育環境保全等の生態系

ネットワークの形成

・大橋川の治水対策における多自然川づくり

【斐伊川水系流域治水プロジェクトイメージ】

○ 流域治水プロジェクトに位置づけられた治水対策と合わせ、治水と環境の両立を図り、生物の多様な生息環境の保全・創出、地域
の自然環境と調和する景観形成等を推進。

○ そのため、環境保全・創出のための目標設定や、生態系ネットワーク、多自然川づくり等のハード・ソフト両面にわたるグリーンイン
フラの取組を反映した流域治水プロジェクトを全国１０９水系で改定。

◆目標︓ 国管理区間においては、流域で甚大な被害が発生した戦後最大の昭和47年7月洪水と同規模の洪水に
対して、家屋浸水を防止し、流域における浸水被害の軽減を図ります。あわせて、迅速かつ適切な情報収集・
提供体制を構築し、ホットラインを含めた確実な避難行動に資する情報発信等の取り組みを実施し「逃げ遅
れゼロ」を目指します。
加えて、斐伊川水系において、マガン、コハクチョウなどが安心して越冬できる里づくりを目指し、今後、概ね

１０年間で水鳥類のねぐらや採餌場環境の保全・創出を行うなど、自然環境が有する多様な機能を活かす
グリーンインフラの取り組みを推進。

●魅力ある水辺空間創出（P27参照）
・かわまちづくり

環境学習

親水護岸整備親水護岸整備

マガンの生息環境保全

水鳥観察エコツアー

ミズベリング
(水辺の利用創造)

水鳥の生息環境保全

※具体的な対策内容については、今後の調査検討等により変更となる場合がある。

➣良好な景観を保全・創造

地域と調和した護岸材活用

周辺景観を阻害しない水門

水辺のにぎわい

●氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策 (詳細省略)

●被害対象を減少させるための対策 (詳細省略)

●被害の軽減、早期復旧・復興のための対策 (詳細省略)

➣生物の生息生育環境の保全・創出
ｶﾜｻﾞﾝｼｮｳｶﾞｲヨシ原再生

16

水災害リスクを踏まえたまちづくり・住まいづくり
流域治水プロジェクトにおけるグリーンインフラの取組の推進 ［とりまとめイメージ］

１．ハード・ソフト一体の水災害対策「流域治水」の本格的実践[１２／１５]

ᯘ㔝ᗇとの㐃ᦠによる流域流ᮌ対策の推進

○ ᯘ㔝ᗇと㐃ᦠし、流ᮌⓎ生䝫䝔ンシ䝱䝹調ᰝをᐇした䛖えで、流ᮌⓎ生のᢚไや流ᮌのᤕᤊ・ฎ⌮にಀる⤫
୍のィ⏬を策定。

○ ᳃ᯘ整備や治ᒣ䝎䝮による流ᮌⓎ生のᢚไ、㏱㐣型◁㜵ሖሐや流ᮌᤕᤊ設による流ᮌのᤕᤊを、ᯘ㔝
ᴗと◁㜵ᴗ䛜㐃ᦠし䛶୍యⓗにᐇする䛣とで、流域全యの流ᮌ⿕害を㜵Ṇ・㍍ῶする。

䕿ᯘ㔝ᗇと㐃ᦠした流域流ᮌ対策

㐺ṇな᳃ᯘ⟶⌮のᐇ

䕿対策
【生⏘エリア䠖ᯘ㔝ᗇ】 【流ୗ・ỏ℃エリア䠖国┬】

流ᮌᤕᤊຠᯝの㧗い◁㜵ሖሐの設置

流ᮌⓎ生䝫䝔ンシ䝱䝹調ᰝのイメージ

㐺ṇな᳃ᯘ⟶⌮
のᐇ

㏱㐣型◁㜵ሖሐの設置

᪤Ꮡ設の多ᶵ⬟・㧗ᶵ
⬟

ᅵ◁や流ᮌをຠᯝⓗに
ᤕᤊする㐟◁地等の設置

流ᮌᤕᤊ設の設置

ᯘ㔝ᴗとの㐃ᦠ 大つᶍ≉定◁㜵等ᴗ

• ᳃ᯘ整備や治ᒣ䝎䝮による流ᮌⓎ生のᢚไ、㏱㐣型◁㜵ሖሐ
や流ᮌᤕᤊ設による流ᮌのᤕᤊを、ᯘ㔝ᴗと◁㜵ᴗ䛜
㐃ᦠし䛶୍యⓗにᐇする䛣とで、流域全యの流ᮌ⿕害を㜵
Ṇ・㍍ῶする。

・流ᮌⓎ生䝫䝔ンシ䝱䝹㔞
・治ᒣ対策等による流ᮌⓎ生
ᢚไ㔞
・◁㜵設によるᚲせᤕᤊ㔞

流域流ᮌ対策ィ⏬

ᯘ㔝ᗇのᴗによ
る流ᮌのⓎ生ᢚไ
を踏まえた◁㜵設
の᭱㐺な設㓄置
ィ⏬を策定
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ᅵ◁・ὥ水ỏ℃等にకいⓎ生する流ᮌによる⿕害ᣑ大を㜵
Ṇするため、䛂大つᶍ≉定◁㜵等ᴗ䛃におい䛶、ᯘ㔝ᗇと
㐃ᦠし䛶స成した流域流ᮌ対策ィ⏬に位置けられた流ᮌ
⿵ᤊ設を⿵ຓ対㇟に㏣ຍ。

᪂つ
㡯

１．ハード・ソフト一体の水災害対策「流域治水」の本格的実践[１Ჭ／１５]
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18

津波防災地域づくりの推進と関係機関連携

＜津波防災地域づくりの推進施策の例＞

〇南海トラフ巨大地震、首都直下地震、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震等の切迫する巨大地震に伴う津波
対策として、防災・安全交付金による支援の拡充等を通じて、津波防災地域づくりを加速化。

（従来の津波・高潮危機管理対策緊急事業
に関する交付対象事業の要件）

・ソフト対策に要する経費は、事業計画の総
事業費の概ね２割を上限として、その内数
として計上することができる

警戒避難体制の整備等を目的とした
津波災害警戒区域等の更なる促進

のための制度拡充

○津波防災地域づくり支援チームでは、津波防災に関連する部局がチームとなりワンストップで
相談・ 提案できる体制を構築しています。

https://www.mlit.go.jp/river/kaigan/main/tsunamiteam/index.html

併せて、大規模地震が
想定されている地域等
における水門・陸閘等
の安全な閉鎖体制の
確保※等にも取り組ん
でいく。

※社会資本整備重点計画（令和３年５月）
77％（R元年度）→R7年度 85％

自動化・遠隔化した水門

津波被害リスクが高い自治体や、
防災まちづくりとの連携等の更なる促進

新規
事項

［津波・高潮危機管理対策緊急事業の
制度拡充（令和４年度～）］

・津波防災地域づくりに関する法律等に基づ
く区域※１指定に資する調査※２については、
総事業費におけるソフト対策２割上限の
対象外とする。
※１：津波災害（特別）警戒区域､高潮浸水想定区域､災害危険区域
※２：従来の交付対象であるハザードマップ作成含む

１．ハード・ソフト一体の水災害対策「流域治水」の本格的実践[１４／１５]

治水安全度をྥ上䛥䛫るためのᶫᱱのᨵ築・᧔ཤの推進

ۑ Ẽೃኚ動のᙳ㡪により、水災害の⃭⏒化・㢖Ⓨ化がண想䛥䜜る୰で、治水計画上ⴭしいἙ✚㜼害等の支㞀と
な䛳ているᶫᱱ等の構㐀≀がタ⨨䛥䜜ている⟠ᡤでの被害のቑ加がᠱᛕ䛥䜜ている。

ۑ こうしたὥ水の安全なὶ下を㜼害しているᶫᱱやሖ等のᨵ築・᧔ཤを計画的・㞟୰的にᐇ施するため、ಶ別⿵
ຓ事業として䛂特定構㐀≀ᨵ築等事業䛃をタ。

19

整備๓

整備ᚋ

整備๓

整備ᚋ

㐣ཤのᶫᱱ
ᯫ᭰䛘事例

㛗㔝┴ ᝅἑᕝ ᚨ島┴ 南ᕝ
えんごさわがわ みなみがわ

ᇸ⋢┴ ⪁ᕝ
ふろうがわ

大ศ┴ 㔝上ᕝ
のがみがわ

新規
事項

構㐀≀のᙳ㡪によりὥ水の
安全なὶ下に支㞀をきたした事例

ᶫᱱ等の構㐀≀のᨵ築・᧔ཤを促進するため、
䛂特定構㐀≀ᨵ築等事業䛃をタし、治水安全
度の᪩ᮇྥ上をᅗる。

１．ハード・ソフト一体の水災害対策「流域治水」の本格的実践[１５／１５]
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流域治水DXの推進 ［住民の安全・安心につながるDX］

２．国土強靱化に資するDXの推進［１／４］

○ 流域情報の収集・集積・伝達、予測の高度化を推進するため、水位計等の観測網を充実させるとともに、３Dハ
ザードマップ等のリスクコミュニケーションに活用できるツールを拡充。

○ また、流域全体の関係者間で河川やダムの状況、今後の水位予測等の情報共有を図るなど、情報分野での
流域治水の取組を加速し、円滑な災害対応を実現。

＜平時＞

平時に加えて、災害時における
情報分野での流域治水の取組を加速

［センサによる浸水域のリアルタイム把握］

＜災害時＞

民間企業等と連携し、流域内の様々な施設に浸水センサを設置、
情報を共有し、浸水域をリアルタイムに把握する

[平時からのリスクコミニュケーション]
浸水頻度を示したマップのイメージ

［デジタル技術による避難支援］
スマホ等のプッシュ通知機能や位置情報機能を活用し
避難を支援するための情報コンテンツの充実

［予測技術を活用した流域一体での洪水予測・ダム運用の高度化］

［WEB会議による危機感の共有］

＜ WEB会議による危機感の共有＞
＜自治体首長＞

20

WEB会議ツールを活用し、流域市町村への河川・気象情報の
伝達や危機感の共有を円滑化

浸水センサ

スマホを活用した
マイ・タイムラインの普及促進

コンテンツの活用イメージ

＜居場所に応じたリスク情報の活用＞

浸水
平常

カメラや水位計等、観測網を充実させ、それらから得られる情報
をフルに活用して流域全体の対策を向上させる。

水害リスク情報のオープン
データ化の加速や充実を図
るととともに、ユニバーサ
ルデザイン化に取組み、
様々な場面でリスク情報に
接する機会を設け、避難や
住まいづくり等への活用を
促進 従来のハザードマップのオープンデー

タ化を加速するとともに、新たに水害
リスクマップ（P8参照）を提示

［分かりやすい防災情報の提供］

＜ハザードマップの３D表示により、実感が伴うリスク情報を提供＞

住民の実感が伴う分かりやすい防災情報の発信や、まちな
かへの水害リスクを示した標識設置の促進等により、個人
や地域の防災意識を向上させる

＜センサによる浸水域の把握イメージ＞

気象庁と連携して雨量予測技術等の開発を進め、流域一体での洪
水予測やダム運用の高度化を推進(P21参照)

ダム運用の高度化
雨量・流入量予測（AI）を活用
したダム運用により、治水機能
の強化及び水力発電を推進。

水系・流域が一体となった洪水
予測や、3日程度先の水位予測
による予測の高度化に取り組み、
防災対応・避難を支援。

洪水予測の高度化

＜雨量・流入量予測を活用したダム運用＞

７７億円

21

㞵㔞予測等を活用した河川の水位予測やダム㐠用の高度化の推進䠄Ẽ㇟ᗇとの㐃ᦠ䠅

ダム運用の高度化の推進

予測ᢏ⾡の
㛤Ⓨ・活用

予測を㋃まえてᰂ㌾に㐠用治水・水ᐜ㔞を᫂☜に༊分・㐠用

洪水予測の高度化の推進

雨量予測
＋

ダム流入量予測

雨量予測技術の開発（気象庁と連携）

⢭度向上

河川⟶⌮者、ダム⟶⌮者向けの㞵㔞予測をᥦ౪する䛣と
に䜘䜚、ὥ水予測の⢭度向上やダム㐠用の高度化にᐤ

〇予測技術を活用したダム運用による
治水機能の強化及び水力発電の推進
㞵㔞・流ධ㔞予測の⢭度を向上する䛣とで、ダムの治
水のためのᐜ㔞と水䠄Ⓨ㟁等䠅のためのᐜ㔞を䜘䜚ᰂ
㌾に㐠用する䛣とがྍ⬟とな䜚、๓ᨺ流の᭦なるᙉ化
や水ຊⓎ㟁を推進する。

洪水を貯めることが
できる空間が増える。

水力発電に使える
水量が増える。

୍⣭水⣔で䛿ᅜが㒔㐨ᗓ┴と㐃ᦠし、水⣔・流域が୍体と
な䛳たὥ水予測を⾜䛖䛣とで、予測⢭度の向上の䜋か、᪂たに
ᨭ川等の予測情報をᥦ౪する䛣とで㜵災対応や㑊㞴をᨭ。

水⣔・流域が୍体とな䛳た
ὥ水予測のイメージ

ᒣ間㒊の河川䜈の流ฟ、ỏ℃を୍体
に⾲現する䛣とで、ᒣ間㒊河川、ୗ流
河川における予測⢭度が向上。

流域全体の䛒ら䜖る観測情報
を活用する䛣とで、河川の
水位予測の⢭度向上、予測時
間のᘏఙにᐤ。

〇提供する水位予測情報の
３日程度先までの長時間化

୍⣭水⣔の䛖䛱せな河川で、現ᅾ䠒時間
ඛまでᥦ౪して䛔る水位予測を㛗時間化し、

３᪥⛬度ඛの水位予測情報のᥦ౪に取䜚組
䜐䛣とで、㜵災対応の‽ഛの䜋か、≉にリード
䝍イムがᚲせとなるᗈ域㑊㞴等のุ᩿をᨭ。

現ᅾ

今後

３᪥⛬度ඛまでを予測

〇水系・流域が一体となった洪水予測の実装

䠒時間ඛまでを予測

○ Ẽ㇟ᗇと㐃ᦠして㞵㔞予測ᢏ⾡の㛤Ⓨを進める等、ὥ水予測やダム流ධ㔞予測の⢭度を向上させ、河川・ダム⟶⌮の高度化を図る。

○ 河川にお䛔て、水⣔・流域が୍体とな䛳たὥ水予測や、３᪥⛬度ඛの水位予測に䜘る予測の高度化に取䜚組䜏、㜵災対応・㑊㞴をᨭ。

○ ダムにお䛔て、予測を活用したᰂ㌾なダム㐠用に䜘䜚治水ᶵ⬟のᙉ化ཬ䜃水ຊⓎ㟁を推進。

⢭度向上

＜ダム流入量予測技術等の開発（AIの活用）＞
雨量予測の精度向上の取組と併せて、ダムの操作に

必要なダムへの流入量を雨量予測結果からAIを活用
して予測する取組を実施。

２．国土強靱化に資するDXの推進［２／４］
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○ 三次元点群データを活用した三次元河川管内図等により、河川等の「調査・計画」、「設計」、「施工」、「維持・管理」、
「被災調査」の一連の業務を高度化・効率化・省力化し、人口減少下での持続可能なインフラ整備・管理を推進。

○ また、河川利用者等に対するサービスの向上を目指した河川の利用等に関する手続きのオンライン化や、データの
オープン化による他分野との連携等も推進。

三次元河川管内図の整備（P23参照）

UAV・AI技術による調査・点検

新技術等を活用した河川等の整備・管理DX（高度化・効率化・省力化）

衛星画像による海岸線モニタリング

［利用者サービスの向上］

［持続可能なインフラ整備・管理への貢献］

共通プラットフォームを活用した
下水道施設情報等の管理・活用
（P23参照）

Before After

✓人力による縦横断測量
✓取得データは線データ

✓ドローン等による測量
✓取得データは面データ

面データ取得により
維持管理を高度化

海

砂浜

整備・管理DXの推進［住民への行政サービスの向上と、持続可能なインフラ整備・管理につながるDX］

河川の利用等に関する手続きのオンライン化
（一部運用開始済み）及び三次元地形データ
等を活用した、手続き書類作成補助の検討

UAVによる水中部の調査
（グリーンレーザー測量）

◆三次元計測データ
・定期縦横断
測量（ALB等）
・巡視、点検、被災調査
（陸上・水中ﾚー ｻ゙ ﾄー゙ﾛー ﾝ等）

人口減少下においても、新技術等の活用により業務を高度化・効率化・省力化することで、
持続可能なインフラ整備・管理につなげる。

河川環境情報図の３D化

大規模停電時の水門操作情報の
一元監視、無動力操作技術開発

災害復旧事業の各プロセスでの
三次元データの活用

UAVによる
３D測量

地すべり

22
洪水流量の自動観測化

２．国土強靱化に資するDXの推進［３／４］

新規
事項

ࠐ 三次元点群データを活用した三次元河川管内図をᩚഛࠊࡾࡼࡇࡿࡍ河㐨࣭ሐ㜵ࡢኚ≧ᢕᥱࡸ௵ព
⟠ᡤ࡛ࡢᶓ᩿図ࡢసᡂ➼ࠊ河川ࡢ⥔ᣢ管⌮ᴗົࡢ㧗ᗘ࣭ຠ⋡࣭┬ຊを᥎㐍ࠋ

䚽下水道管㊰に関する情報等をデ䝆タ䝹化するた䜑にᚲせな⤒㈝をᨭすることにより、䛭の情報を一元管理・
活用するた䜑の「共通プラットフォーム」等を活用し、下水道管㊰の䝬䝛䝆䝯ントを高度化・効率化・省力化。

三次元データの活用による、河川維持管理等の高度化・効率化・省力化

横断図

ᖹ面図

ᚑ᮶䡚⌧ᅾ ⌧ᅾ䡚ᚋ

三次元点⩌データの活用

三次元河川管内図の推進・下水道情報デ䝆タ䝹化ᨭ事業の設

三次元河川管内図

三次元点⩌データ活用イ䝯ー䝆

時期ẚ㍑によりሐ㜵のኚ≧をᢕᥱ

３D䝝ザード䝬ップによる分䛛りやすい情報ᥦ౪

௵ព⟠ᡤでのồ✚により河道のኚ≧量をᢕᥱ

௵ព⟠ᡤでの横断図を作成

下水道ྎᖒ等
（デ䝆タ䝹化をᨭ）

下水道管㊰に関するྎᖒ情報のデ䝆タ䝹化をᨭすることにより、
下水道管㊰の䝬䝛䝆䝯ントを高度化・効率化・省力化

下水道管㊰に関する情報の活用

共通プラットフォーム（䜽ラ䜴ドサービス）を活用した下水道管㊰䝬䝛䝆䝯ントのイ䝯ー䝆
・බⓗᶵ関の運用する共通プラットフォーム上で、データのಖ管と㜀ぴ等のᇶᮏⓗなᶵ能をᥦ౪
・下水道管㊰の情報を分ᯒし施設䝬䝛䝆䝯ントを高度化するとともに、ᾐ水䝅䝭䝳レー䝅䝵ンにも活用

23

２．国土強靱化に資するDXの推進［４／４］
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３．インフラ老朽化対策等による持続可能なインフラメンテナンスサイクルの実現

○ 今後来る施設の大更新時代に備え、人員や予算が限られた中で、災害時も含めてインフラの機能を適切に発揮するた
めには、新技術等を活用した維持管理の高度化・効率化や機能向上型更新を実施し、水系全体で持続可能なメンテナ
ンスサイクルを確立する必要がある。

○ そのためには、維持管理の高度化・効率化に資する基準類や長寿命化基本計画の内容の見直し、関係機関における
会議等での新基準等の情報共有・課題対応の検討等を行い、高度化・効率化に資する管理技術の現場実装を図る。

今後来る大更新時代 持続可能なメンテナンスサイクルの確立

0

50

100

150

200

250

300

19
45

19
50

19
55

19
60

19
65

19
70

19
75

19
80

19
85

19
90

19
95

20
00

20
05

20
10

20
15

施
設
数

※堰、床止め、閘門、揚水機場、排水機場、
樋門・樋管、陸閘、管理橋、浄化施設、ダ
ム、その他（遊水池等）を計上。（令和元年
度末時点）
水管理・国土保全局 河川環境課調べ

合計10,801施設※

2030年：完成後50年以上となる施設数

全体の約５割

2040年：完成後50年以上となる施設数
全体の約７割

高度経済成長期
（1955年～1973年）

完成後50年以上経過し老朽化が進行

※1945～1970年に
約2,300以上の施設が完成

1947年 カスリーン台風

（1945年以前にも約1,650の施設が設置）

1959年 伊勢湾台風

1961年 第二室戸台風

○高齢化が進む河川管理施設（直轄)

○老朽化した施設

○メンテナンスサイクル

○維持管理・更新に必要な基準類の見直し・現場実装
○高度化・効率化点検

○機能向上型更新

機能向上型
更新

整備

維持管理・
更新の新基準

更新
維持管理・
更新の旧基準

長寿命化計画

持続可能なサイクル

高度化・
効率化 点検

整備

新技術の開発・普及等の
状況を踏まえた見直し

点検

ALB等による河道の状況把握 ＵＡＶによる砂防施設点検

樋門の無動力化

鋼製スライドゲート ステンレス製
フラップゲート

高耐久性材料による改築

砂防設備の水通し部を弾性板で被覆

新技術の
開発・普及等 新技術の性能基準

を設定・定量化
（カタログ化）

モデル箇所等に
よる検証

基準類の
見直し

関係機関による
情報共有会議等

現場実装

マスプロダクツ型の排水機場
■ 冗長性の導入
一品・特注生産
ポンプ配置のイメージ

小口化・規格化

・余力なし ・1台分の余裕を確保

5m3/s×2台

合計 10m3/s

■ 車両用エンジン(マスプロダクツ)の導入

ポンプ駆動用エンジン(特注) 車両用エンジン（量産品）

ＰＰ

エンジンの
マスプロダクツ化

効果 ：故障時のリスク分散、メンテナンス性の向上、コスト縮減 等

ＰＰ Ｐ Ｐ Ｐ Ｐ

ＰＰ Ｐ Ｐ Ｐ

ポンプ配置のイメージ

1m3/s×10台＋1

合計 10m3/s＋1
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２，２５１億円

インフラメンテナンスᴗ㈝⿵ຓの設

○インフラ長寿命化計画において、予防保全による䠨䠟䠟（ライフサイクルコスト）の縮減・ᖹ準化を図䜚、効率ⓗ䛛䛴持続可
能なメンテナンスサイクルを実現するため、ಟ⧋・更新が必要な施設䜈の対策をຍ㏿する䛸䛸もに、新技術の✚ᴟⓗな
活用等を᥎進。

○インフラ長寿命化計画に基䛵䛝実施䛥れる老朽化対策に䛴いて、ಶู⿵ຓᴗ（メンテナンスᴗ）を設し、ᆅ᪉බ共
ᅋ体に対して㞟中ⓗ・計画ⓗなᨭを実施。

○ಶู⿵ຓᴗ（メンテナンスᴗ）䛸して䛂長寿命化計画（ಶู施設計画）の策定ཪはኚ更䛃を⿵ຓ対㇟䛸し、施設の䠨䠟
䠟及䜃その縮減に関するල体ⓗな᪉㔪、新技術の活用等による▷期ⓗな数್┠ᶆ及䜃その効果をᙜヱ計画にグ㍕す
る䛣䛸で、関係するインフラ施設全体において持続可能なメンテナンスサイクルの実現を図る。

25

3．インフラ老朽化対策等による持続可能なインフラメンテナンスサイクルの実現

新規
㡯

■老朽化対策に係る個別補助事業（メンテナンス事業費補助）の創設
＜概要＞
これまでも防災・安全交付金等によって、地方公共団体が行う老朽化対策を支援してきたところであるが、
個別補助制度による支援に一本化し、「長寿命化計画（個別施設計画）の策定又は変更」を補助対象
として、集中的かつ計画的な支援を実施。

事 業 これまでの補助対象 個別補助事業の創設に伴い
拡充される補助対象

河川
メンテナンス事業

・河川管理施設（ダム関連施設を除く）の
長寿命化計画に基づく老朽化対策等
・機械設備及び電気設備の年点検

－

ダム
メンテナンス事業

・ダム本体、放流設備、関連設備、貯水池
等の長寿命化計画に基づく老朽化対策 ・機械設備及び電気通信設備の年点検

砂防
メンテナンス事業 ・砂防関係施設の既存不適格対策等 ・砂防関係施設の長寿命化計画に基づく老

朽化対策

海岸
メンテナンス事業

・海岸保全施設の長寿命化計画に基づく
老朽化対策
・老朽化調査

－

【インフラ長寿命化計画（行動計画）】

インフラ長寿命化に向けた計画

計画的な点検や修繕等の取組を実施する必要性が認められる全て
のインフラでメンテナンスサイクルを構築・継続・発展させるための取組の
方針（対象施設の現状と課題／維持管理・更新コストの見通し／
必要施策に係る取組の方向性 等）

【個別施設毎の長寿命化計画（個別施設計画）】

【体系（イメージ）】

施設毎のメンテナンスサイクルの実施計画（対策の優先順位の考え
方／個別施設の状態等／対策内容と時期／対策費用 等）

なお、個別補助事業の創設に伴い、以下の内容が拡充。
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下水道事業における脱炭素化の推進
４．カーボンニュートラルの推進

５２億円新規
事項

26

○温室効果ガス削減効果の高い創エネ事業等を集中的に支援するため、下水道脱炭素化推進事業（個別補助）を創設

○下水道事業のグリーン化を推進するため、技術開発からアドバイザー派遣制度による案件発掘・形成、脱炭素化
に資する施設整備まで一体的に支援することにより、下水道事業の脱炭素化を加速

下水汚泥や地域バイオマスを活用した創エネ事業等の実施可能性のある
地方公共団体に専門家等を派遣し、案件発掘

アドバイザー派遣制度（行政部費）

実現可能性調査支援（交付金、下水道事業調査費等）
地方公共団体のFSを支援し、案件形成を促進

案件発掘

案件形成

施設整備

○バイオマス資源としての下水汚泥の有

効活用による創エネの取組推進によ

る、カーボンニュートラルに対する更な

る貢献への期待

○グリーン社会の実現に向けて、下水道

インフラの電力使用量や温室効果ガス

排出量削減の更なる推進が必要

背景・課題

○技術開発、案件発掘（アドバイザー派遣）

から、実現可能性調査、施設整備までを

一体的に支援

○温室効果ガス削減効果の高い創エネ・一

酸化二窒素（N2O)対策を集中的に支援す

る下水道脱炭素化推進事業（個別補助

金）を創設し、下水道事業の脱炭素化を

加速

内 容

技術開発 下水道革新的技術実証事業（Ｂ－ＤＡＳＨプロジェクト）
革新的な創エネ・省エネ技術の現地実証

汚泥消化タンク

バイオガス発電

汚泥消化・バイオガス発電 固形燃料化

バイオガス

温室効果ガス削減効果の高い創エネ・一酸化二窒素（N2O)対策を集中的に支援

下水道脱炭素化推進事業（個別補助金）※

汚泥焼却の高度化

創エネ事業 一酸化二窒素対策

高温焼却システム

0
50
100
150
200

既存設備 高温焼却

換
算
CO

2排
出
量
(k
g-
CO

2/
t）

N2O排出量
約60~80%削減

N2O排出量削減イメージ

※令和4年度創設

５䠊水㎶✵㛫のⰋዲな⎔ቃと㈰䜟いの創出による地方活性化の推進

27

䠕䠌億円

か䜟ま䛱䛵䛟りによる㈰䜟いあるⰋዲな水㎶✵㛫の創出やἙᕝをᇶ㍈とした⏕ែ⣔ネ䝑ト䝽ークۑ
の形成な䛹、地域の≉Ⰽを活かした㨩力的な地域䛵䛟りによる地方活性化を推進䚹

ｲﾍﾞﾝﾄｽ
ﾍﾟｰｽ

動
線

新ఫᏯ団地整備
（Ẹ㛫）

水㎶整備
（ᅜ・ᕷ）

整備イメージ

親水護岸
（国）

散策路・植栽
（市）

㈰䜟いの
ᣐⅬ整備
（ᕷ）

管理用通路
（国）

か䜟ま䛱䛵䛟り等による㨩力ある水㎶✵㛫の創出 Ἑᕝをᇶ㍈とした⏕ែ⣔ネ䝑ト䝽ークの形成

地域活性化に貢献する䛂ま䛱と水㎶が⼥ྜしたⰋዲな✵㛫
形成（か䜟ま䛱䛵䛟り）䛃を推進䚹

㇏かでከᵝな⮬↛⎔ቃのಖ・⏕を行䛖とと䜒に、地
域のከᵝな体と㐃ᦠした⏕ែ⣔ネ䝑ト䝽ークを形成し、
地域活性化・ほග⯆に䜒貢献䚹

༨⏝యࡢ✀㢮 ༨⏝チྍᮇ㛫

බඹᛶ࣭බ┈ᛶࢆ᭷ࡿࡍ⪅ 㸯㸮ᖺ௨ෆ

Ⴀᴗάື࠺⾜ࢆᴗ⪅➼ 㸯㸮ᖺ௨ෆ

䠘ཧ⪃䠚地域のニー䝈に対ᛂしたἙᕝ✵㛫の活用
支援対㇟のᣑやἙᕝ༨用チ可期㛫のᘏ㛗等により、ண算制度௨እにおいて䜒、Ἑᕝ✵㛫を㈼
䛟使い、㈰䜟いのある水㎶✵㛫の形成するための取組を支援し、地域活性化に貢献䚹

円山川の湿地面積の推移と野外にいるコウノトリの数

湿地再生によりコウノトリ
の個体数約１７倍に増加

遊水地横断図

⎔ቃ
（᥇㣵ሙとなる‵地⏕）

▽本川（円山川）

遊水地

水
（ὥ水の㈓␃）スマートタ䜴ン䜅䜜るᜨ䜏㔝㎰␆⏘≀┤ᡤ䛂かのな䛃

※ᖹ成23年度より㏣加 ※ᖹ成28年度より期㛫をᘏ㛗

道とᕝの㥐䛂ⰼロード䛘に䜟䛃
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汚水処理の未普及地域への下水道整備加速化と持続性の向上

○ 汚水処理施設の概成に向け、下水道整備推進重点化事業を拡充し、下水道整備の加速化を図る市町村を交
付対象に追加

○ 広域化・共同化を更に推進するため、下水道広域化推進総合事業を拡充し、下水道以外の汚水処理施設と共
同で汚水処理を実施する場合の交付要件を緩和

○汚水処理施設の概成（R8年度末時点で汚水処理人口普及率95％）

に向け、残り５年間で更なる加速化が必要

○持続可能な事業運営の観点から、R４年度末までに各都道府県が

広域化・共同化計画を策定し、取組みを推進することとされている

ものの、行政界・事業間を越える広域化・共同化の推進に向けて、

更なる支援が必要

背景・課題

○下水道整備推進重点化事業の拡充

• 下水道整備を加速化することによりアクションプランで定めた目標を
達成可能な市町村を対象に、汚水管に係る交付対象範囲を拡充

○下水道広域化推進総合事業の拡充

• 下水道以外の汚水処理施設と共同で処理を行う場合の要件を、「下
水道事業の処理人口等が対象地域において最大である場合」に変更

内 容

下水道広域化推進総合事業の拡充イメージ 28

下水道整備推進重点化事業の拡充イメージ

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

下水道普及率（既整備分）

当年度進捗

当年度進捗（加速化後）

下水道整備目標

整備を一定程度加速化することで
アクションプランで定めた目標を

達成できる市町村を交付対象に追加

下水道普及率（既整備分）

当年度進捗（加速化しない場合）

当年度進捗（加速化する場合）
今後の整備進捗

（H28末～R2末）×２倍 まで

これまでの整備進捗
（H28末～R2末）

開始年度に

チャレンジ宣言

A、B、Cのうち、Aが最大の場合は交付対象

６．公衆衛生の強化等のための下水道の持続性向上

新規
事項

䠓䠊◁㜵ᣦ定地内等における┒ᅵによる⅏ᐖ㜵Ṇの推進
新規
事項

29

○ 都道府県等による┒ᅵの総点᳨を㋃まえ、◁㜵ᣦ定地内等における地᪉බ共ᅋయが行う┒ᅵのᏳ性ᢕᥱ
のためのヲ⣽ㄪᰝ䜔、行Ⅽ⪅等によるṇᥐ⨨をᇶᮏとし䛴䛴、┒ᅵの᧔ཤ、᧦ቨ設⨨等の対策ᕤ事への支
援事業を設䚹

㜵⅏・Ᏻ交付㔠事業のうち都市㜵⅏推進事業を拡充して┒
ᅵ⥭ᛴ対策事業を設し、◁㜵ᣦ定地、地す䜉り㜵Ṇ༊域、ᛴ
ഴᩳ地ᔂቯ㜵Ṇ༊域を対象に、┒ᅵの᧔ཤ事業と┒ᅵのᔂⴠ
対策事業、およ䜃┒ᅵのᏳ性ᢕᥱㄪᰝ等を支援する䚹

┒ᅵ⥭ᛴ対策事業の設

䠘┒ᅵの総点᳨に䛴いて䠚

• ௧和䠏年䠓᭶の㟼ᒸ県⇕ᾏ市におけ
る⅏ᐖをཷけて、䠔᭶䠍䠍᪥に都道府
県に対し、㛵係府┬の㐃ྡにて総点
᳨を౫㢗䚹

• ௧和䠏年䠍䠍᭶末時点でᅜ⣙3.6
⟠ᡤの点᳨対象のうち、⣙2.8⟠ᡤ（⣙䠔）に䛴いて目ど
等による点᳨のሗ࿌䚹

• 年度内に大༙の都道府県で目ど等による点᳨がぢ㎸
み䚹

• 行Ⅽ⪅等によるṇがᅔ㞴な場合には、都道府県等が༴
㝤な⟠ᡤの対策等を╔実に実施できるよう、㈈政㠃もྵめ
必要な支援を行うこととしており、「⅏ᐖ༴㝤性の㧗い┒ᅵ
(◁㜵ᣦ定地内等をྵ䜐)」に䛴いて対ᛂできるようᥐ⨨䚹

○Ᏻ性ᢕᥱㄪᰝに䛴いて

総点᳨を㋃まえ、人ᐙ、බ共施設等に⿕ᐖを及䜌すお䛭れが
あるものに䛴いて、௧和䠒年度までに実施するものを支援する䚹

○対策ᕤ事に䛴いて

・総点᳨ཪは総点᳨を㋃まえたᏳ
性ᢕᥱㄪᰝ等により対ᛂが必要と
ุ᩿され、௧和䠓年度までに╔ᡭす
るもの

・່࿌、௧等の行政ᣦᑟが行䜟れ
ているもの

・行Ⅽ⪅等が対ᛂᅔ㞴な場合で、行
Ⅽ⪅等に対してồൾを行うもの（行
Ⅽ⪅等が☜▱できない場合を㝖䛟）

┒ᅵの᧔ཤᕤ事のイメージ

㟼ᒸ県⇕ᾏ市における⅏ᐖⓎ⏕≧ἣ

䠘㟼ᒸ県⇕ᾏ市でⓎ⏕したᅵ▼ὶ
⅏ᐖに䛴いて䠚

• ᱵ㞵๓⥺による大㞵にకい、௧和䠏
年䠓᭶䠏᪥10時30分㡭に㟼ᒸ県⇕
ᾏ市ఀ㇋ᒣの㐂ึᕝでᅵ▼ὶがⓎ
⏕䚹

• 㐂ึᕝの上ὶ㒊標㧗⣙390m地点
でⓎ⏕したᔂቯがᅵ▼ὶ化し、下
ὶで⏒大な⿕ᐖがⓎ⏕䚹

┒ᅵ総点᳨実施≧ἣ

以下の要件にヱ当する┒ᅵに䛴いて、┒ᅵの᧔ཤ事業、┒
ᅵのᔂⴠ対策事業を支援する䚹
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８. 行政経費

○水害・土砂災害等から国民の生命と財産を守るため、防災・減災対策に資する取組等を推進する。

【取組内容】

・民間人材がTEC-FORCEの活動支援に必要となる技術等を習得でき
るよう、人材育成プログラムを企画立案・実施するとともに、民間人材
とTEC-FORCEが協働で被災状況調査等を行う仕組みを構築する。

【背景・課題】

・南海トラフ地震等の大規模自然災害に対し、所管施設の点検・応急
対応を進めつつ被災自治体を支援するには、TEC-FORCEの現有勢
力を増強する必要がある。
・地方公共団体の土木系職員が少ないことに加え、自治体単位では
災害を経験する機会は少なく、市町村では災害対応能力の弱体化
が懸念される。

・民間の人材に対し、TEC-FORCEの活動支援に必要な技術や知識を習得できる
人材育成プログラムを企画立案・実施。
・民間人材がTEC-FORCEに同行し、被災状況調査等を実施。

※TEC-FORCE（Technical Emergency Control FORCE）：緊急災害対策派遣隊

被災地方公共団体での災害応急対応が円滑に進み、
被災地の早急な復旧・復興が実現可能となる。

TEC-FORCE の体制強化のための民間人材の育成・確保例）
※

（イメージ）

民間が行う洪水の予報業務の許可に係る審査方法に
関する検討経費

例）

【背景・課題】

・洪水等の予報は、防災との関連が強いことに加えて、インフラの整
備・運用状況や、その時々の河川の状況等の様々な要因の影響を
受けるため、民間事業者が適確な予測を行うことが困難であるとさ
れてきたが、技術開発の進展により解消されつつある。

・局所的な予報など、国等で対応しきれない多様なニーズが生まれて
おり、民間事業者が行う洪水の予報業務の許可の実現のために、
審査基準や審査方法の検討など審査体制構築が急務となってい
る。
【取組内容】

・民間事業者が行う洪水の予報業務の許可に係る審査基準等の案を
作成する。

局所的な予報など、国等の予報の空間や時間を埋めるきめ細かい
予報を行うことにより、多様なニーズへの情報提供が可能となる。

30

９億円

９䠊⊂立行政法人水資※機構

ۑ ⊂立行政法人水資※機構は、水資※開発水系としてᣦᐃされている䠓水系（᰿川、Ⲩ川、㇏川、木᭮川、ᾷ
川、ྜྷ㔝川、⟃ᚋ川）において、䝎ム、用水㊰等のᘓ設ཬ䜃管⌮等を行っている。

ۑ これらᘓ設事業ཬ䜃管⌮業務に対し、国は㔠、⿵ຓ㔠をするとともに、ᘓ設事業に対し財政ᢞ⼥資に
よる資㔠供⤥を行う。

༊ ศ
௧䠐ᖺᗘ

（䠝）

๓ᖺᗘ
（䠞）

ಸ ⋡
（䠝䠋䠞）

ᘓ設事業ཬ䜃
管⌮業務

55,101 46,153 1.19

༊ ศ
௧䠐ᖺᗘ

（䠝）

๓ᖺᗘ
（䠞）

ಸ ⋡
（䠝䠋䠞）

ᘓ 設 事 業 1,400 1,000 1.40

水資※機構の業務
（国土㏻┬所管事業の䜋か、ཌ生ປ働┬、㎰ᯘ水産┬、経῭産業┬所管事業(※)を実施）

○௧䠐ᖺᗘ⊂立行政法人水資※機構予⟬⥲ᣓ⾲
（単位：百万円）

○௧䠐ᖺᗘ⊂立行政法人水資※機構財政ᢞ⼥資ィ画⥲ᣓ⾲
（単位：百万円）

国土㏻┬所管事業の䜋か、ᕥグ3┬所管事業(※)の予⟬をྵ䜐。

ୖグの䜋か、財ᢞ機関മ70億円（๓ᖺᗘ50億円）がある。
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参考

○気候変動のスピードに対応した新たな水災害対策の推進 ・・・P33

○流域治水プロジェクトの充実 ・・・P34

○特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律（令和３年法律第31号） ・・・P35

○あらゆる関係者と協力して取り組む「流域治水」の推進 ・・・P36

○気候変動を踏まえた河川整備基本方針への変更（新宮川水系・五ヶ瀬川水系・球磨川水系） ・・・P39

○大規模自然災害からの復旧・復興、防災・減災、国土強靱化への対応のための体制の強化 ・・・P40

○近年の世界各国における水災害の発生状況 ・・・P41

○令和元年水害統計調査の被害額（確報値）及び令和2年水害統計調査の被害額（暫定値）について ・・・P42

○第4回アジア・太平洋水サミット(熊本市） ・・・P43

○公共施設等適正管理推進事業債の拡充・延長 ・・・P44

○水循環政策における再生可能エネルギーの導入促進 ・・・P45

○防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策 中長期の目標 ・・・P46

○「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」 ・・・P47

○社会資本整備総合交付金、防災・安全交付金における配分の考え方 ・・・P49

○令和４年度 水管理・国土保全局関係予算総括表 ・・・P50

○公共事業関係費（政府全体）の推移 ・・・P52

○水管理・国土保全局関係予算の推移 ・・・P53

⃝ ▷㛫㝆㞵䛾Ⓨ⏕ᅇᩘ䛾ቑຍ䜔ྎ㢼䛾ᆺ➼䚸᪤䛻 ᬮ䛾ᙳ㡪䛜㢧ᅾ䛧䛶䛚䜚䚸ᚋ䚸Ẽೃኚື䛻䜘䜚Ỉ⅏ᐖ䛾᭦䛺䜛
㢖Ⓨ䞉⃭⏒䛜ண 䛥䜜䛶䛔䜛䚹

⃝ Ẽೃኚື䛾䝇䝢䞊䝗䛻ᑐᛂ䛧䛯᪂䛯䛺ᢤᮏⓗᑐ⟇䜢⾜䛖䛯䜑䚸௨ୗ䛾ྲྀ⤌䜢ᐇ䚹
䞉 ᮏᕝୗὶ䛾䜏䛺䜙䛪ୖὶ䜔ᨭᕝ䛺䛹䛾୰ᑠἙᕝ䜒ྵ䜑䚸ὶᇦయ䛷䚸ᅜ䚸㒔㐨ᗓ┴䚸ᕷ⏫ᮧ䚸ᆅඖᴗ䜔ఫẸ䛺䛹䛾䛒䜙䜖䜛㛵
ಀ⪅䛜༠ാ䛧䛶ྲྀ䜚⤌䜐䛂ὶᇦỈ䛃䜈㌿䚹

䞉 ௧䠏ᖺ䠏᭶䛻ᡓᚋ᭱ὥỈ➼䛻ᑐᛂ䛧䛯Ἑᕝᩚഛ䛸ὶᇦ䛷䛾ᑐ⟇䜢⤌䜏ྜ䜟䛫䛯䛂ὶᇦỈ䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛃䜢⟇ᐃ䞉බ⾲䛧䚸ᮏ᱁
ⓗ䛻⌧ሙ䝺䝧䝹䛷䛾ྲྀ⤌䜢㛤ጞ䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸䛂ὶᇦỈ䛃䛾ᐇຠᛶ䜢㧗䜑䜛ἲⓗᯟ⤌䜏䛂ὶᇦỈ㛵㐃ἲ䛃䜢ྠᖺෆ䛻ᩚഛ䚹

䞉 䝝䞊䝗ᩚഛ䛾㛗ᮇィ⏬䛷䛒䜛Ἑᕝᩚഛᇶᮏ᪉㔪䛻䛴䛔䛶䚸 ᬮ䛾ᙳ㡪䜢䛒䜙䛛䛨䜑ぢ㎸䜣䛰ぢ┤䛧䜢⾜䛔䚸Ỉᑐ⟇䜢ᙉ䚹

「流域治水」への転換

䛂ὶᇦỈ䛃䛾ᐇຠᛶ䜢㧗䜑䜛ἲⓗᯟ⤌䜏䛂ὶᇦỈ㛵㐃ἲ䛃䜢ᩚഛ䚹
௧䠏ᖺ11᭶䜎䛷䛻㛵㐃䛩䜛䛶䛾ἲᚊ䛜⾜䠄P35参↷䠅䛥䜜䚸
䛒䜙䜖䜛㛵ಀ⪅䛜༠ാ䛧䛶⾜䛖䛂ὶᇦỈ䛃䛜ᮏ᱁䚹

流域治水関連法の整備

䐟ỏ℃䜢䛷䛝䜛䛰䛡㜵䛠䚸
ῶ䜙䛩ᑐ⟇
䞉Ỉ䝎䝮䛾ᘓタ
䞉Ἑ㐨᥀๐䚸ᘬሐ ➼

䐠⿕ᐖᑐ㇟䜢ῶᑡ䛥䛫䜛
䛯䜑䛾ᑐ⟇
䞉ᅵᆅ⏝つไ䚸ㄏᑟ䚸⛣㌿ಁ㐍 ➼

䐡⿕ᐖ䛾㍍ῶ䚸᪩ᮇᪧ
䞉⯆䛾䛯䜑䛾ᑐ⟇
䞉Ỉᐖ䝸䝇䜽ሗ䛾✵ⓑᆅᖏゎᾘ
䞉㛗ᮇண 䛾ᢏ⾡㛤Ⓨ
䞉Ỉ㛛➼䛾ᩚഛ䚸Ỉᙉ ➼

ὶᇦỈ䝥䝻䝆䜵䜽䝖䜢⟇ᐃ䛧䚸ᮏ᱁ⓗ䛻⌧ሙ䝺䝧䝹䛾ྲྀ⤌䜢㛤ጞ

௧䠏ᖺ䠏᭶䛻ᅜ109䛾୍⣭Ỉ
⣔䛸12䛾⣭Ỉ⣔䛻䛚䛔䛶䚸䛂ὶ
ᇦỈ䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛃䜢⟇ᐃ䞉බ⾲
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あらゆる関係者が協働して行う「流域治水」

出典︓気象庁ＨＰより（一部加筆）

1982年8月上旬 2020年8月上旬

᪥本近㑹のᾏ域平ᆒᾏ㠃水 ᪼ୖࡣഴྥ
2019年ま࡛の100年㛫࡛⣙0.9㹼1.5度ୖ᪼

短時間強雨の発生回数が増加

海面平均水温の上昇

※気象庁資料より作成

一般的には台風は海面水温が
２６～２７℃以上の海域で発
生するといわれており、海面
水温が高いほど、台風はより
強くなる。

※台風の発生・発達は海面水温以
外にも大気の状態も重要な要因で
あり、海面水温が高いだけでは台
風の発生・発達につながりません。

㸯時㛫㝆水㔞50mm௨ୖの年㛫発生回ᩘ
（ア࣓ࢲス1,300ᆅⅬあたり）

時間雨量50mmを超える短時間強雨の
発生件数が増加
（約30年前の約1.4倍）
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䛆参考䛇Ẽೃኚື䛾䝇䝢䞊䝗䛻ᑐᛂ䛧䛯᪂䛯䛺Ỉ⅏ᐖᑐ⟇䛾᥎㐍
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【参考】流域治水プロジェクトの充実

○ 令和３年３月末に全国109の全ての一級水系で策定・公表された「流域治水プロジェクト」に基づき、河川改修事業・
ダム事業や地元自治体等の流域関係者が連携して取り組む多層的な流域治水対策を全国で展開。

○ 令和３年度の流域治水プロジェクトに基づく取組を「見える化」することにより、事業の着実な推進を図るとともに、施策の
横展開により流域治水の裾野を広げ、地域の安心・安全の確保に取り組む。

令和３年３月３０日 全国109の全ての一級水系で「流域治水プロジェクト」を公表

令和３年度内の一級水系の各プロジェクトの取組を「見える化」
令和４年３月末

あらゆる関係者の協働により、ハード・ソフト対策を推進

事業効果・進捗の見える化

整備効果の見える化のイメージ

降雨確率（10年に1度、100年に1度など）に応じた浸水範囲を重ねることにより現在の
浸水リスクを示すとともに、戦後最大洪水等に対応した河川整備の進捗状況に応じた
浸水範囲の変化を可視化し、将来のリスクも提示することにより、河川整備の効果を
「見える化」し、水災害リスクを踏まえた防災まちづくりを推進。

流域治水の根幹を支える

河川改修事業やダム事業の加速化

全国109の全ての一級水系で、外水氾濫※を対象とした河川改修事業等に
よる効果を公表

※国直轄区間における河川事業・ダム事業のみを対象 ※現況河道及び当面整備（概ね５か年）後のみ

（令和４年度以降も引き続き内水を考慮するなど、水害リスク情報を追加・充実）

指標を活用した流域治水プロジェクトの更なる推進

あらゆる関係者の協働による

ハード・ソフト一体となった事前防災対策の推進

全国109の全ての一級水系でハード・ソフト各々の主要な取組の進捗を
公表

流域治水のもと、あらゆる関係者の協働による事前防災対策の取組状況を「見える
化」することにより地域が抱える諸課題に対し、先行事例を踏まえての更なる検討
の促進や対策の充実を図る。

戦後最大洪水等に
対応した河川の整備

農地・農業用施設の
活用

流出抑制対策の実施

立地適正化計画における
防災指針の作成

水害リスク情報の提供 高齢者等避難の
実効性の確保

～流域治水プロジェクトに関する主な指標～

山地の保水機能向上
および

土砂・流木災害対策

注：外水氾濫のみを想定したものであり、内水氾濫を考慮した場合には浸水範囲の拡大や浸水深の増大が生じる場合がある。

現在（外水氾濫のみ） 整備後（外水氾濫のみ）

高頻度（1/10） 中・高頻度（1/30） 中頻度（1/50） 低頻度（1/100） 想定最大規模

上記凡例の（ ）内の数値は確率規模を示していますが、これは例示です。

河川整備による
水害リスクの軽減

（今後、ソフト対策等へ積極的に取組むプロジェクトを対象に、地方公共団体への重点的な支援を実施予定）

34

䕺 流域水害対策ィ⏬をά⏝する河川の拡大

䠉 ᕷ⾤化の進展により河川整備で⿕害㜵Ṇがᅔ㞴な河川にຍえ、

自↛的᮲௳によりᅔ㞴な河川を対㇟に㏣ຍ（全国の河川に拡大）

㝆㞵㔞の増大等に対ᛂし、䝝ー䝗整備のຍ㏿化・充実や治水ィ⏬の見┤しにຍえ、上流・ୗ流やᮏ川・ᨭ川の流域全体をಠ▔し、国、流域自治体、
業・ఫẸ等、あ䜙䜖る関係者が༠ാして取り組む「流域治水」の実効ᛶを㧗䜑るἲ的ᯟ組み「流域治水関連ἲ」を整備するᚲせ

䕿㏆年、令和元年ᮾ᪥ᮏྎ㢼や令和䠎年䠓月㞵等、全国ྛ地で水⅏害が⃭⏒化・㢖Ⓨ化

䕿Ẽೃኚືのᙳ㡪により、21ୡ⣖末には、全国ᖹᆒで㝆㞵㔞䠍䠊䠍ಸ、ὥ水Ⓨ生㢖度䠎ಸになるとのヨ⟬

背景・必要性

（20ୡ⣖末ẚ）

法律の概要

流域治水のイメージ

１．流域治水の計画・体制の強化 【特定都市河川法】

２．氾濫をできるだけ防ぐための対策
【河川法、下水道法、特定都市河川法、都市計画法、都市緑地法】

䕺 河川・ୗ水㐨に䛚䛡る対策のᙉ化

䠉 水ダム等の事๓ᨺ流に係る༠㆟（河川⟶⌮者、

㟁ຊ♫等の水者等が参⏬）ไ度のタ（䈜ண⟬・⛯ไ）

䠉 ୗ水㐨で浸水⿕害を㜵䛠䜉き┠ᶆ㝆㞵をィ⏬に

⨨䛡、整備をຍ㏿

䠉 ୗ水㐨のᵽ㛛等の᧯స䝹ー䝹の策定を⩏ົ䛡、

河川等䛛䜙ᕷ⾤地䜈の㏫流等を確実に㜵Ṇ

䕺 流域に䛚䛡る㞵水㈓␃対策のᙉ化

䠉 ㈓␃ᶵ⬟保全༊域をタし、ἢ川の保水・㐟水ᶵ⬟

を᭷するᅵ地を確保

䠉 㒔ᕷ㒊の⥳地を保全し、㈓␃浸㏱ᶵ⬟を᭷する䜾リ

ー䞁イ䞁䝣䝷としてά⏝

䠉 ㄆ定ไ度、⿵ຓ、⛯ไ≉例により、自治体・Ẹ㛫の㞵

水㈓␃浸㏱施タの整備をᨭ（䈜ண⟬関連・⛯ไ）

３．被害対象を減少させるための対策
【特定都市河川法、都市計画法、防災集団移転特別
措置法、建築基準法】

䕺 水㜵⅏に対ᛂしたま䛱づくりとの連携、

ఫまい᪉のᕤኵ

䠉 浸水⿕害㜵Ṇ༊域をタし、ఫᏯやせ

㓄慮者施タ等の安全ᛶを事๓確ㄆ（チྍไ）

䠉 㜵⅏㞟ᅋ⛣㌿ಁ進事業の䜶リ䜰せ௳の

拡充等により、༴㝤䜶リ䜰䛛䜙の⛣㌿を

ಁ進（䈜ண⟬関連）

䠉 ⅏害の㑊㞴ඛとなるᣐⅬの整備や地

༊༢の浸水対策により、ᕷ⾤地の安

全ᛶをᙉ化（䈜ண⟬関連）

䠉 ὥ水等に対ᛂした䝝䝄ー䝗䝬䝑プのసᡂを୰ᑠ河川

等まで拡大し、リスクሗ✵ⓑ域をゎᾘ

䠉 せ㓄慮者⏝施タに

係る㑊㞴ィ⏬・カ⦎

に対するᕷ⏫ᮧのຓ

ゝ・່࿌によ䛳て、㑊

㞴の実効ᛶ確保

䠉 国ᅵ㏻大⮧による

ᶒ㝈௦⾜の対㇟を拡

大し、⅏害でሁ✚し

たᅵ◁の᧔ཤ、‽⏝

河川を㏣ຍ

䖂ሐ㜵整備等の䝝ー䝗対策を᭦に推進（ண⟬）

䕺 流域水害対策に係る༠㆟のタとィ⏬の充実

䠉 国、㒔㐨ᗓ┴、ᕷ⏫ᮧ等の関係者が一ᇽにし、ᐁẸによる㞵水㈓␃浸㏱対策のᙉ化、

浸水䜶リ䜰のᅵ地⏝等を༠㆟

䠉 ༠㆟⤖果を流域水害対策ィ⏬に⨨䛡、確実に実施

４．被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
【水防法、土砂災害防止法、河川法】

35

【参考】 ≉定㒔ᕷ河川浸水⿕害対策ἲ等の一㒊を改ṇするἲᚊ（令和３年ἲᚊ➨31ྕ）
（令和３年䠓月15᪥施⾜：河川ἲ、㜵⅏㞟ᅋ⛣㌿≉ูᥐ⨨ἲ、水㜵ἲ 等、 令和３年11月䠍᪥施⾜：≉定㒔ᕷ河川ἲ、ୗ水㐨ἲ 等）

27

治水 第810号令和４年４月30日発行



•水田貯留の取組みは、その規模や位置等に加え、降雨の規模等により、効果の程
度や影響範囲等は変化。

•効果を発揮するための機能確保に係る管理体制についても検討が必要。

•持続可能で効果的な運用や追加的な対策の検討に向け、農林水産省と連携して
効果の定量的・定性的な評価、効果の評価に必要な技術の向上・実装に取組む。

■水田貯留の効果の定量化・可視化
■水田貯留の効果の評価に必要な技術の向上・実装

全国における水田の貯留機能向上の取組みを推進

＜水田貯留のイメージ＞ ＜水田貯留の効果検討のイメージ＞

海域

評価点C
評価点B

評価点A

本川

水田が
多い流域

水田が
多い流域

支川

•水田の持つ雨水貯留能力の更な
る活用を検討するため、まとまった

面積の水田において、自動給排水

栓を用いた豪雨前の一斉落水、豪

雨中の一斉貯留や流出制限によ

り、防災上の効果を実証

参考：農林水産省の取組
＜スマート田んぼダム実証事業＞

○流域治水の推進にあたっては、農林水産省との積極的な連携を図っており、令和2年度末に策定・公表した一
級水系の流域治水プロジェクトに、水田の貯留機能向上やため池の活用などの連携施策を位置付けたところ。

○水田貯留の治水効果の定量化・可視化等を農林水産省と連携して行い、全国での水田の貯留機能向上の取り
組みを推進。

イラスト：新潟県ウェブページ

水田貯留なし
水田貯留あり

時間

流量
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【参考】 あらゆる関係者と協力して取り組む「流域治水」の推進（農林水産省との連携による水田貯留の推進）

○避難行動要支援者名簿
の更新

○個別避難計画の作成
（努力義務）

ཌປ省、ෆ㛶ᗓ、ᾘ防ᗇとの連携による㧗㱋者等の
㑊㞴の実効性の確保

国省 ཌປ省 ෆ㛶ᗓ ᾘ防ᗇ

自宅社会福祉施設

市町村

施設入所から
在宅サービスに移行

報告（義務）○避難確保計画の
作成（義務）
○避難訓練の
実施（義務）

○ 避難確保計画の作成と訓練実
施の徹底

○ 避難の実効性を確保するため
の避難確保計画のチェックリ
ストの提供、研修の実施

○ 高齢者や障がい者等の情報
を確実に把握するための仕
組みの構築

助言・勧告

⚟♴のᢸᙜ㒊ᒁ

施設から在宅に移行する場合の
情報提供（協力）

情報提供

（令和3年6月25日 4省庁連名通知）

○≉ู㣴ㆤ⪁ே䝩ームなどの㧗㱋者施タについて、災ᐖ䝺䝑
䝗䝌ー䞁䈜1における新規ᩚഛを⿵ຓ対㇟䛛らཎ๎㝖እ

＜ཌປ省にてR䠏年度䛛ら運用㛤ጞ＞

○ 㒔ᕷィ⏬༊域ෆの災ᐖ䝺䝑䝗䝌ー䞁䈜1についてᒃఫㄏᑟ༊
域䛛らཎ๎㝖እするとともに、㧗㱋者施タ等の自ᕫ業ົ用
施タ䈜2の㛤発をཎ๎⚗Ṇ

※䠍災ᐖ䝺䝑䝗䝌ー䞁

・㝔
・♫⚟♴施タ（㧗㱋者施タ、㞀がい者施タ等）
・䝩䝔䝹
・自♫䜸䝣䜱ス 等

ᾐ水⿕ᐖ防Ṇ༊域のタ（≉定㒔ᕷἙ川）

災ᐖ䝺䝑䝗䝌ー䞁における㛤発チ可の規制ᙉ化等

㧗㱋者施タの新タ䜈の⿵ຓ要௳のཝ᱁化

災ᐖ䝺䝑䝗䝌ー䞁

ᒃఫㄏᑟ༊域

災ᐖ䝺䝑䝗䝌ー䞁

災ᐖ䝸スクのపいሙᡤ䜈の㧗㱋者施タ等のㄏᑟ

᪤Ꮡの㧗㱋者施タにおけるᆶ┤㑊㞴のためのタഛタ置の支

ᆶ┤㑊㞴のためのスペースや䜶䝺䝧ー䝍、
スロープ等のタ置のためのᨵಟ等

連携

○ᾐ水⿕ᐖ防Ṇ༊域においては、ఫᏯ・要㓄៖者施タ等の㛤
発・ᘓ⠏行Ⅽをチ可制としᏳ全性を事前確ㄆ

㑊㞴行動要支者
ྡ⡙のᢸᙜ㒊ᒁ

国省

ཌປ省

ཌປ省

ᆅ域ㆤ・⚟♴✵間ᩚഛ等施タᩚഛ付㔠による支

・ᾐ水⿕ᐖ防Ṇ༊域
・災ᐖ༴㝤༊域（ᓴᔂ䜜、出水等）
・ᅵ◁災ᐖ≉ู㆙ᡄ༊域
・ᆅす䜉り防Ṇ༊域
・ᛴഴᩳᆅᔂቯ༴㝤༊域

※䠎自ᕫ業ົ用施タ

ᒃఫㄏᑟ༊域
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【参考】 あらゆる関係者と協力して取り組む「流域治水」の推進（ཌ⏕ປാ省等との連携による㧗㱋者等のᏳ全確保）

○♫⚟♴施タにおける㑊㞴の実効性の確保を関係省ᗇ（ཌປ省、ෆ㛶ᗓ、ᾘ防ᗇ）と連携して取り組むとともに、㑊㞴確保ィ⏬とಶ
ู㑊㞴ィ⏬の連携を図り、㧗㱋者や㞀がい者等に対するษ䜜┠のない㑊㞴支を実施。

○ල体的には、「㧗㱋者施タ等の㑊㞴確保に関する検討」で「㑊㞴確保ィ⏬のసᡂ・活用のᡭᘬ䛝」等をసᡂし、技術的支をᙉ化。

○国省において㧗㱋者施タ等を災ᐖ䝸スクのపいሙᡤにㄏᑟするとともに、ཌປ省において災ᐖ䝺䝑䝗䝌ー䞁における㧗㱋者施タの
新タをཎ๎⿵ຓ対㇟እとするᥐ置を実施。また、「䝝䝄ー䝗マ䝑プの䝴䝙䝞ー䝃䝹䝕䝄イ䞁に関する検討」を㛤ദし、あらゆる体
を対㇟とした水災ᐖ䝸スクሗのᥦ౪のあり᪉を検討。

○ཌປ省において᪤Ꮡの㧗㱋者施タを対㇟としたᆶ┤㑊㞴のためのタഛタ置等に対する㈈ᨻ支を実施。
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【連携強化の取組】

〇複数の部局・施設管理者に跨る改良復旧事
業の計画検討に際し、一部の事業のみ実施
しても被災地域一体での再度災害防止の効
果が得られない場合

自治体内の部局間、施設管理者間の連携
を促進させ、地域一体での再度災害防止
を図る。

浸水の防止

浸水の防止

部分的な改良復旧では、他の低
い堤防から越水するため、再度
災害は回避できない

河川・海岸堤防一連で嵩上げを
行うなど、地域一体での再度災
害防止の取組を促進

複数の施設
管理者間等
で連携した
改良復旧

浸水範囲

一連の施設として復旧する場合所管施設毎に復旧する場合

浸水範囲

河川堤防河川堤防

橋梁

高潮による越水・
堤防決壊の場合

復旧

⇒他の改良復旧事業との連携が重要なため、
申請前の部局間・管理者間での情報共有
や事前協議の実施を促すことにより、連携
した申請・採択となるよう関係者間の連携
を強化。
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○ 近年、水災害が激甚化・頻発化しており、今後も、気候変動による気温・海水温の上昇等により、沿岸部の施
設被災リスクや浸水被害リスクの増加が予測される。

○ 高潮災害等から再度災害防止を図るため、地域一体で改良復旧事業の効果が発現されるよう、被災し
た河川堤防や海岸堤防等の所管に関わらず、自治体内の部局間や施設管理者間の連携の取組を推進。

【参考】 あらゆる関係者と協力して取り組む「流域治水」の推進（高潮災害等に対する備え・復旧の強化）

【参考】気候変動を㋃䜎えた河川ᩚ備ᇶᮏ᪉㔪䜈の変᭦（᪂ᐑ川水⣔・䞄℩川水⣔・⌫☻川水⣔）

䠘᪂ᐑ川水⣔（௧3年10᭶15᪥変᭦）䠚
•水䝎䝮⩌の治水䜈のά⏝
•⃮水対⟇の強化
•河㐨᥀๐の強化と᥀๐ᅵの地域防災対⟇䜈のά⏝
•ᅵ地⏝と一体とな䛳た㍯୰堤のᩚ備・ಖ

• 䜰䝴の⏘༸場ಖ等を考៖した河川ᩚ備
•㟘堤のᩚ備・ಖ
•河川ᩚ備と一体とな䛳た䜎䛱䛵䛟りの推進

• ௧䠎年䠓᭶㞵のようなᇶᮏ高水を上回るつᶍ
のὥ水䜈の対ᛂ
• 地域のᐆであるΎ流を✚ᴟ的にಖ
• 流域治水に体的に参画するேᮦの⫱ᡂ

流
量
�

�
河道配分
流量

⌧行

⣙1.26ಸ

変᭦

洪水調節
流量

河道配分
流量

24,000

23,000

19,000

• 㝆㞵予測ᢏ⾡ྥ上による☜実なᐜ㔞☜ಖ、☜ಖされたᐜ㔞を効
⋡的にά⏝する᧯స䝹䞊䝹䜈の変᭦、ᨺ流設備の改㐀等を行い
ὥ水ㄪᩚᶵ⬟を強化

水䝎䝮のά⏝等によるὥ水ㄪ⠇の強化

8,700

7,200

• ᨭ川（川）では、ᚑ᮶からの㐟水ᶵ⬟を有している㟘堤のಖと
ᣢ⥆的管理ཬ䜃水ໃなどをῶ䛨る河␁ᯘのಖ、関係ᶵ関や地域
ఫẸと連携したᅵ地⏝のㄪᩚやᏯ地の嵩上げ等を実施

㟘堤のᩚ備・ಖ

※基準地点相賀における 河川の整備の基本となる洪水規模1/100は維持

m3/s

※基準地点三輪における河川の整備の基本となる洪水規模1/100は維持

┦㈡地Ⅼ

※基準地点横石における河川の整備の基本となる洪水規模1/100は維持

ᶓ▼地Ⅼ

河道配分
流量

⌧行 変᭦

⣙1.16ಸ

ぢ┤し

7,800

洪水調節
流量

河道配分
流量

11,500

8,300

流
量
�

�

m3/s

9,900
洪水調節
流量

䜎䛱䛵䛟りと連携した河川ᩚ備

•୰流部においては、㞟ⴠ体をかさ上げし、䛭の後ᐙᒇや䜲䞁䝣䝷
等ྵむ⏕άᇶ┙を䜎䛱䛵䛟り等と連携して再ᵓ⠏を実施するととも
に、河川事業と䜎䛱䛵䛟り等と連携して、㍯୰堤・Ꮿ地かさ上げを実施

Ỉᑐ⟇ᐇᚋのỈ
㸦ィ⏬高Ỉ㸩వ⿱高┦ᙜ㸧

㍯୰堤
河川事業による㍯୰堤
࣭Ꮿ地のかさୖࡆ

ᐇ㝿のᏯ地かさୖࡆ高さにࡣ࡚࠸ࡘ
高さをタᐃࡾの㐃ᦠを図ࡾࡃ࡙ࡕࡲ

河川事業による㍯୰堤࣭Ꮿ地のかさୖࡆ
㸩

⮬体のࡾࡃ࡙ࡕࡲ等㐃ᦠしたかさୖࡆ
ͤかさୖࡣࡆ、᥀๐ᅵをά⏝㸦ᅵ◁の᭷効ά⏝し࡚㸧

河道配分
流量

⌧行 変᭦

気候変動による
㝆㞵㔞の増加をᫎ

（1.1ಸ）

⣙1.21ಸ
7,200

洪水調節
流量

河道配分
流量

流
量
�

�

m3/s

୕㍯地Ⅼ

ぢ┤しぢ┤し

等 等 等

䠘䞄℩川水⣔（௧3年10᭶15᪥変᭦）䠚 䠘⌫☻川水⣔（௧3年12᭶17᪥変᭦）䠚

発電所

利水容量

洪水吐ゲート

利水容量＜例＞放流設備の整備
既設放流設備の改造

＜例＞既設洪水吐ゲートの改造

放流能力の向上により洪水調節
に使用できる容量を増大

堆砂

気候変動による
㝆㞵㔞の増加をᫎ

（1.1ಸ）

気候変動による
㝆㞵㔞の増加をᫎ

（1.1ಸ）

○河川ᩚ備ᇶᮏ᪉㔪の䝢䞊ク流㔞を上回るὥ水が発⏕した䠏水⣔に䛴いて、河川ᩚ備ᇶᮏ᪉㔪（௨ୗ、「᪉㔪」と
いう。）のぢ┤しを実施。௧䠐年௨㝆、他水⣔の᪉㔪に䛴いても㡰ḟぢ┤しを実施。

○ぢ┤しにᙜた䛳ては、気候変動のᙳ㡪によるᑗ᮶の㝆㞵㔞の増を考៖するとともに、ᇶᮏ高水を㉸えるよう
なつᶍのὥ水に対してもỏ℃被害をできる䛰䛡㍍ῶするよう河川等をᩚ備することをグ㍕。

〇加えて、流域治水のほⅬを㋃䜎え、あらゆる関係者の合ពᙧᡂを促進する取組の実施、自治体等が実施する取
組をᨭすることをグ㍕。
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【参考】大規模自然災害からの復旧・復興、防災・減災、国土強靱化への対応のための体制の強化

＜ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ※による災害対応＞
○大規模自然災害への備えとして、迅速に地方公共団体等への支援が行えるよう、平成20年4月にTEC-FORCEを創設し、本省災害対策本部長等の
指揮命令のもと、全国の地方整備局等の職員が活動。

○TEC-FORCEは、大規模な自然災害等に際し、被災自治体が行う被災状況の把握、被害の拡大の防止、被災地の早期復旧等に対する技術的な支
援を円滑かつ迅速に実施。

○南海トラフ巨大地震や首都直下地震をはじめ、大規模自然災害の発生が懸念されている中、令和3年4月には隊員数を約15,000人に増強（創設当初
約2,500人）。ドローン等のICT技術の活用や、排水ポンプ車等の資機材の増強など、体制・機能を拡充・強化。

ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥの活動内容ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥの活動内容

※TEC-FORCE（Technical Emergency Control FORCE）：緊急災害対策派遣隊

災害対策用ヘリコプターによる被災状況調査

災害対策用ヘリコプター
「ほくりく号」

「ほくりく号」による千曲川上空の浸水調査

【 令和元年 東日本台風】
（長野県長野市上空）

【 平成27年 口永良部島の火山活動 】
（鹿児島県屋久島町）

【令和2年7月豪雨 】
（熊本県錦町）

市町村へのリエゾン派遣

被災状況の把握Ku-SAT※による監視体制強化 自治体への技術的助言

排水ポンプ車による緊急排水捜索活動への技術的助言

【 令和3年7月1日からの大雨 】
（静岡県熱海市）

※Ku-SAT：衛星小型画像伝送装置

【 平成30年7月豪雨】
（岡山県倉敷市真備町）

【 平成28年熊本地震 】
（熊本県南阿蘇村）

【 令和元年8月の前線に伴う大雨】
（佐賀県大町町）

（イメージ）
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1,894 
1,248 

449 

23,648 

1,307 

6,137 
4,497 

3,228 

15,305 

5,239 

16,790 

35,782 

12,630 

5回
4回

3回
4回

7回

16回

10回

11回

9回

12回 12回
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35,000
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H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

派遣のべ人数（人・日） 派遣回数（回）

派遣実績

※

113の災害に派遣※

※ 派遣回数については、リエゾン・JETTのみの派遣は除く。

＜地方整備局等の体制強化＞
地方整備局・北海道開発局の定員について、大規模自然災害からの復旧・復興、防災・減災、国土強靱化への対応等のため、１３５人を増員

【参考】㏆年のୡ⏺ྛ国に䛚䛡る水災害の発生状況

イタリ䜰（䝧䝛䝏䜰）
（2019年11月）

大雨とグ㘓的㧗₻が⥆䛝、
䝧䝛䝏䜰の80䠂が浸水。
Ṛ⪅2人。

タイ（2011年9月-12月）
タイ北中部に䛚いて⥅⥆的な㝆雨に
よりὥ水被害が発生。7月下᪪௨㝆
Ṛ⪅815人。日⣔ᴗにも大䛝なᙳ㡪。

フ䜱リ䝢ン（2013年11月）
フ䜱リ䝢ン中部に台風「Haiyan（䝝イエン）」 が
上㝣。Ṛ⪅・行方᫂⪅がྜィ約7,400人。
ఫᏯ被害は約114ᡞにཬ䜣䛰。

䜰メリ䜹（ 2012年10月）
29日20㡭、䝝リ䜿ーン
「䝃ン䝕䜱」が⡿国䝙䝳ージ䝱ー
ジーᕞに上㝣。⡿国等䛷Ṛ⪅
147人、800ୡᖏにཬ䜆
大規模な㟁が発生。

⤒῭被害㢠約 14円。

䜰メリ䜹（2017年8月-9月）
8月25日、䝝リ䜿ーン「䝝ー䝡ー」
が䝔䜻䝃䝇ᕞに上㝣。⡿国等䛷
Ṛ⪅107人。

9月10日には䝝リ䜿ーン「イ䝹䝬」
がフロリ䝎༙島南部に上㝣。
Ṛ⪅134人。

プエ䝹トリコ
（2017年9月）

⡿自治㡿プエ䝹トリコが
䝝リ䜿ーン「䝬リ䜰」にく䜟れ、
ቯ⁛的被害をཷ䛡た。
Ṛ⪅2,975人。

インド（2018年8月-10月）
䝰ン䝇ーンの大雨により䜿ララᕞの
ᗈ⠊ᅖ䛷1924年௨᮶の大規模ὥ水
が発生。せ䝎䝮はᨺὶを㏕られた。
Ṛ⪅417人。

○ ㏆年、ୡ⏺ྛ国に䛚いても水害が⃭⏒化している中、日本に䛚いては、䠎䠌１䠕年に発生した台風１䠕号
ཬ䜃１５号による⤒῭ᦆኻが䛭の年のୡ⏺の⤒῭ᦆኻに䛚䛡る１、䠎をグ㘓。

2019年

＜㏆年の自然災害による⤒῭ᦆኻ㢠＞
2018年 ⤒῭ᦆኻ⤒῭ᦆኻ

ドイ䝒・䝧䝹䜼ー（2021年7月）

豪雨によりドイ䝒のラインラント・プフ䜯
䝹䝒ᕞ等ཬ䜃䝧䝹䜼ー䛷ఫᏯಽቯを
伴うὥ水が発生。Ṛ⪅はドイ䝒205人、
䝧䝹䜼ー43人。

中国（2021年7月）

Ἑ南省䛷「1000年に1ᗘ」と
される豪雨によるὥ水が
発生。Ṛ⪅302人。

インド（2021年7月）

インドす部䛷発生した䝰ン䝇ーンの
大雨によりὥ水、地滑りが発生。
Ṛ⪅213人、行方᫂⪅8人。
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Credit: Thomas Lohnes/Getty Images News/Getty Images
┿㸸᪂⳹♫/ࣟࣇ

┿㸸AP/ࣟࣇ
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〇国土交通省では、昭和36年より、水害（洪水、内水、高潮、津波、土石流、地すべり等）による被害額等（建物被害額等
の直接的な物的被害額等）を暦年単位でとりまとめている。

〇令和元年の水害被害額（確報値）は、全国で約2兆1,800億円となり、平成16年の被害額（約2兆200億円）を上回り、１年
間の津波以外の水害被害額が統計開始以来最大となった。

〇津波以外の単一の水害による被害についても、令和元年東日本台風による被害額は約１兆8,800億円となり、平成30年
７月豪雨による被害額(約1兆2,150億円)を上回り、統計開始以来最大の被害額となった。

１年間の水害被害額（確報値）

◆令和元年東日本台風（被害額︓約1兆8,800億円）
（令和元年10月11日～10月15日に生じた台風第19号による被害額）
〔 内 訳 〕
・一般資産等被害額 約1兆4,221億円
・公共土木施設被害額 約4,350億円
・公益事業等被害額 約275億円

◆全国 約2兆1,800億円
〔 内 訳 〕
・一般資産等被害額 約1兆6,150億円（構成比74.1％）
・公共土木施設被害額 約5,342億円（構成比24.5％）
・公益事業等被害額 約307億円（構成比 1.4％）

計 約2兆1,800億円

＜参考＞これまでの最大被害額
平成30年７月豪雨による被害額（約1兆2,150億円）

統計開始以来最大

＜参考＞これまでの最大被害額 平成16年の被害額（約2兆200億円）

◆都道府県別の水害被害額上位3県は、以下のとおりです。
① 福島県 （水害被害額︓約6,823億円）
② 栃木県 （水害被害額︓約2,610億円）
③ 宮城県 （水害被害額︓約2,530億円）

統計開始以来最大

主要な水害による被害額（確報値）

阿武隈川水系阿武隈川
（福島県須賀川市他）の氾濫状況

土砂災害の状況（宮城県丸森町）

信濃川水系千曲川
（長野県長野市他）の氾濫状況

しなの ちくま

まるもり

あぶくま

すかがわ

【参考】 令和元年水害統計調査の被害額（確報値）及び令和2年水害統計調査の被害額（暫定値）について
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【参考】➨4回䜰䝆䜰䞉ኴ平ὒ水䝃䝭䝑䝖(⇃本ᕷ）

◆サミットの目的︓䜰䝆䜰ኴ平ὒ地ᇦのྛ国㤳⬻⣭をྵ䜐䝝䜲䝺䝧䝹をᑐ㇟と䛧、水ၥ㢟にᑐするㄆ㆑を῝め、
ලయ的な⾜ືをಁす。

◆第４回サミットの開催趣旨︓

䛂ᣢ⥆ྍ⬟なⓎᒎのための水䡚ᐇ㊶と⥅ᢎ䡚䛃とい䛖䝔䞊䝬のୗでの、ྛ国
㤳⬻⣭をྵ䜐䝝䜲䝺䝧䝹による㆟ㄽの成ᯝは、SDGsの㐩成に大䛝䛟ᐤ。

ᡃが国の㉁の高い䜲䞁䝣䝷ᾏ外ᒎ開を通䛨てୡ⏺の水ၥ㢟のゎỴに㈉⊩。

開ദ地の⇃本ᕷでは、地ୗ水のಖ全な䛹全な水ᚠ⎔のほⅬ䛛䜙ඃ䜜た
ྲྀ⤌を⾜っている䛣と、2016年の⇃本地㟈䛛䜙のᪧ䞉⯆が㐍ᤖ䛧ている
䛣と䛛䜙、⇃本ᕷで䝃䝭䝑䝖が開ദ䛥䜜る䛣とは᭷ព⩏。

◆日 程 ︓ 2022年（令和4年）4月23日（土）䡚24日（日）

◆会 場 ︓ ⇃本ᇛ䝩䞊䝹（⇃本┴⇃本ᕷ）

◆主 催 者︓ 䜰䝆䜰䞉ኴ平ὒ水䝣䜷䞊䝷䝮及び ⇃本ᕷ

䈜䜰䝆䜰䞉ኴ平ὒ水䝣䜷䞊䝷䝮は、 日本主ᑟでタ❧䛧た䜰䝆䜰䞉ኴ平ὒ地ᇦの水ၥ㢟にྲྀり⤌䜐䝛䝑䝖䝽䞊䜽⤌⧊

䈜㛵ಀ省ᗇが༠ຊする䛣とを2019年3月26日に㛶㆟ゎ

◆開催経緯︓㐣ཤ3回開ദ䛧、開ദ国の㤳⬻䜔ྛ国㤳⬻䞉㛶が参ຍ

第1回アジア・太平洋水サミット
（2007年大分県別府市）

福田総理大臣 (当時)   皇太子殿下(当時)

※➨１回は2007年に大ศ┴ูᗓᕷで開ദ。以㝆、➨䠎回は2013年（䝍䜲䞉䝏䜵䞁䝬䜲）、➨3回は2017年（䝭䝱䞁䝬䞊䞉䝲䞁䝂䞁）で開ദ。 43
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【参考】公共施設等適正管理推進事業債の拡充・延長 総務省による措置

○公共施設等の適正管理を推進するため、「公共施設等適正管理推進事業費」について、対象事業
に「ダム本体、放流設備及びこれに付属する設備」を追加し、事業期間を５年間延長。

【事業期間】
令和４年度～令和８年度（５年間）

【事業費】
５,８００億円（令和３年度：４,８００億円）

44ダム管理用通路の改修（塗装） 放流設備の改修（塗装、水密ゴム交換）

河川・海岸における老朽化した施設（水門等）の改修

【地方財政措置】
充当率：９０％ ／ 交付税措置率：財政力に応じて３０～５０％

【対象事業】
インフラ長寿命化計画等に基づき、実施する地方単独事業

○河川、海岸、砂防等の施設における老朽化対策を実施

砂防における老朽化した施設（堰堤）の改修

○令和４年度より「ダム本体、放流設備及びこれに付属する設備」を追加

＜対策のイメージ＞

＜対策のイメージ＞

改修前 改修後 改修前 改修後

改修前 改修後

【参考】水ᚠ⎔政策における⏕ྍ⬟䜶䝛䝹䜼ーのᑟධಁ進

45

䚽䜹ー䝪ン䝙䝳ー䝖ラ䝹♫の実⌧を┠ᣦし、⏕ྍ⬟䜶䝛䝹䜼ーを୍ᒙಁ進するᚲせ䛜䛒る。

䚽このため、「⏕ྍ⬟䜶䝛䝹䜼ー等に㛵するつไ等の総Ⅼ᳨䝍䝇䜽フ䜷ー䝇」䛷の㆟ㄽ䜒㋃䜎䛘、䠎０３０年、䠎
０５０年の水ᚠ⎔政策における⏕ྍ⬟䜶䝛䝹䜼ーᑟධಁ進にྥけたᩘ್┠ᶆ䛸䝻ー䝗䝬䝑䝥を㡰ḟ策ᐃ※。
政ᗓ䛸して、水ᚠ⎔政策において水力・ኴ㝧ග・䝞イ䜸䜺䝇・䝞イ䜸䝬䝇の３つのⓎ㟁䛷2030年䜎䛷に䠓億kWh
をୖᅇるᑟධを┠ᣦす。 䈜┤㏆䛷䛿令和３年䠍䠎᭶に公⾲

䚽ᅜᅵ交通省において䛿、ᡤ管する河川・ダム・ୗ水㐨施設における⏕ྍ⬟䜶䝛䝹䜼ーのᑟධಁ進にྥけて
ྲྀ⤌を進める。

水力Ⓨ㟁

䖃ୗ水㐨施設等䜈のኴ㝧ග䝟䝛䝹の設
置のಁ進

䖃ୗ水ởἾをά用したⓎ㟁

ኴ㝧ගⓎ㟁

䝞イ䜸䝬䝇・䝞イ䜸䜺䝇Ⓨ㟁

• ୗ水ởἾを᭷ຠά用した䝞イ䜸䜺䝇Ⓨ㟁を
実施。 ＜2030年䜎䛷に⣙13000䡇Whቑ

（2018年度ẚ）＞

• ୗ水㐨における水ฎ理施設のୖ㒊✵間にⓎ
㟁設備をᑟධ。＜2030年䜎䛷に⣙19000䡇

Whቑ（2018年度ẚ）＞

䖃ダムの河川⥔ᣢ放流等をά用した管理用水力Ⓨ㟁のᑟධ

䖃᭱᪂のẼ象ண ᢏ⾡をά用したダムの㐠用改ၿ

• ᭱᪂のẼ象ண をά用してダムの㈓水を㐠用するこ䛸
䛷、ᮍ用の水力䜶䝛䝹䜼ーのά用を推進する。

＜2030年䜎䛷に72ダム䛷、䜎䛪䛿㐠用改ၿにྲྀり⤌䜐＞

（）

䚽ከ┠ⓗダムに㈓䜎䛳たὥ水をḟのྎ㢼等に備䛘て水పୗ䛥䛫る㝿に、

ὥ水対応にᨭ㞀の䛺い⠊ᅖ䛷ྍ⬟䛺㝈りⓎ㟁にά用し䛺䛜䜙放流。

䚽ダムୗ流の河川⎔ቃのᩚ備䛸ಖ、␗ᖖῬ水の流㔞の⿵⤥等を┠ⓗに、

㠀ὥ水期にダムのὥ水ㄪ⠇ᐜ㔞ෆに୍ⓗに㈓␃し、放流にⓎ㟁に䜒

ά用。 䈜㞵䛜ண 䛥れたሙྜ䛿、㏿䜔䛛にダムの水をపୗ。

管理用水力Ⓨ㟁ᶵのᑟධ事

水放流設備

⮬ᐙ用Ⓨ㟁ᡤ

発電設備

※発電所内

発電後の放水口
※河川維持放流等

• ⮬体䛜管理するダムをྵめたᅜᅵ交通省䛜ᡤ管
するダムの䛖䛱、Ⓨ㟁用䛥れてい䛺いダムについ

て、管理用水力Ⓨ㟁のᑟධを推進。 ＜2030年䜎䛷

に⣙2800䡇Whቑ（2021年度ẚ） ＞
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１ 激甚化する風水害や切迫する大規模地震等への対策

○流域治水対策（河川）

関係者と協働し、ハード・ソフト一体となり、戦後最大洪水や近年災害の洪水
等に対応する事前防災対策を推進し、浸水被害を軽減する。

○流域治水対策（下水道）

雨水排水施設等の整備により、近年浸水実績がある地区等において、再度
災害を防止・軽減する。

○流域治水対策（砂防）

地域の社会・経済活動を支える基礎的インフラの保全対策を完了することで、
土砂災害が社会・経済活動に与える影響を最小化し、国土強靱化を図る。

○流域治水対策（海岸）

災害リスクの高い地域等における津波・高潮対策の実施により、沿岸域の
安全・安心を確保する。

○流域治水対策（下水道）

耐震化により、防災拠点や感染症対策病院等の重要施設に係る下水道管
路や下水処理場等において、感染症の蔓延を防ぐために下水の溢水リスク
を低減する。

【参考】防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策 中長期の目標

気候変動に伴い激甚化・頻発化する水害・土砂災害等に対応する国土強靱化の取組を加速化・深化させるため、
令和７年度までの５か年に追加的に必要となる事業を重点的・集中的に実施。

２ 予防保全型インフラメンテナンスへの転換に向けた老朽化対策

３ 国土強靱化に関する施策を効率的に進めるためのデジタル化等の推進

○河川管理施設の老朽化対策
予防保全型維持管理に向け、老朽化した河川管理施設を解消する。

○河川管理施設の高度化・効率化対策
老朽化した小規模な樋門等の無動力化を完了する。

○ダム管理施設の老朽化対策

老朽化したダム管理施設の修繕・更新を行うことで、適切なメンテナンスサイク
ルを構築し、ダム下流地域の安全・安心に寄与する。

○砂防関係施設の長寿命化対策

健全度評価において要対策と判定された砂防関係施設について、修繕・改築等
を完了することにより、当該施設に期待される機能が維持・確保され、下流域の
安全性を持続的に確保する。

○海岸保全施設の老朽化対策

事後保全段階の海岸保全施設の修繕・更新を完了させ、当該施設に期待される
機能が維持・確保され、沿岸域の安全性を持続的に確保する。

○下水道施設の老朽化対策

老朽化した下水道管路を適切に維持管理・更新することで、管路破損等による
道路陥没事故等の発生を防止する。

○河川、砂防、海岸分野における施設維持管理、操作の高度化対策
排水機場、水門、樋門・樋管（無動力化の対象を除く）約3,000施設（うち排水機場は400施設）の遠隔操作化を完了する。

○河川、砂防、海岸分野における防災情報等の高度化対策

１級水系および２級水系の利水ダムについて、河川管理者とダム管理者との間の情報網整備を進めることにより、水系におけるより効果的な事前放流の実施
やダムの貯水位に応じた避難行動の的確な準備を可能とする。また、これまで把握されていなかったその他河川における災害リスク情報を明らかにすることで、
住民の適切な避難行動を確保する。
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【参考】 䛂䝁䝻ナඞ᭹・新௦㛤ᣅのための経済対策䛃（水管理・国土保全ᒁ関係要㒊分ᢤ⢋）

Ⅳ．防災・減災、国土強靱化の推進など安全・安心の確保

１．防災・減災、国土強靱化の推進

気候変動の影響により激甚化・頻発化する風水害や、切迫する大規模地震・津波災害、火山災害等から国民の生命・財
産・暮らしを守るため、防災・減災、国土強靱化の取組を強化していくことは喫緊の課題である。また、高度経済成長期
以降に集中的に整備された我が国のインフラは、国民の安全・安心な社会経済活動の基盤でもあり、将来にわたってその
役割を果たすべく、大胆な老朽化対策を講じる必要がある。

引き続き、災害に屈しない強靱な国土づくりを進めるため、「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」に基
づき、あらゆる関係者が協働して流域全体で治水対策に取り組む「流域治水」等の人命・財産の被害を防止・最小化する
ための対策や、災害に強い交通ネットワーク・ライフラインの構築等の経済・国民生活を支えるための対策を講ずるとと
もに、予防保全の考え方に基づく老朽化対策に取り組む。また、インフラ部門のデジタルトランスフォーメーション（Ｄ
Ｘ）の推進や、線状降水帯の早期の予測開始に向けた整備の前倒し・観測体制の強化、災害関連情報の収集・集積・伝達
の高度化といった防災技術の向上等、国土強靱化を円滑・効率的に進めるための取組を加速する。これらの対策に加え、
本年７月及び８月に発生した大雨による浸水災害・土砂災害等を踏まえ、新たに取り組む必要が生じた対策も推進する。

・ 気候変動をぢᤣえたᗓ┬ᗇ・ᐁ民㐃ᦠによる䛂流域治水䛃の推進（河川、下水、砂防、海岸、᳃ᯘ・治ᒣ、㎰業水利施設等の整備、水⏣の貯␃機能向ୖ、ダムの事
前放流・ሁ砂対策の実施等）（㎰ᯘ水⏘┬、国土㏻┬）
・情報㏻ಙ、䜶䝛ル䜼ー、ୖ下水道等のライフラインの耐災害性の強化（⥲ົ┬、ཌ生ປ働┬、経済⏘業┬、国土㏻┬、⎔ቃ┬）
・河川・ダム、道路、㒔ᕷබᅬ、㕲道、✵ 、 ‴・⁺ 、ためụ、㎰業水利施設、Ꮫᰯ施設等の重要インフラに係る老朽化対策（ᩥ㒊⛉Ꮫ┬、㎰ᯘ水⏘┬、国土㏻
┬）
・ ３ḟඖ䝰デル、䜹メラ⏬ീ等を活⏝したインフラの整備、管理な䛹デジタル化の推進（国土㏻┬）
・┒土による災害の防止（㎰ᯘ水⏘┬、国土㏻┬、⎔ቃ┬）

２．自然災害からの復旧・復興の加速

また、本年２月に発生した福島県沖を震源とする地震、７月及び８月に発生した大雨等の自然災害による被災者の生活・
生業の再建や復旧・復興、８月の海底火山噴火に伴う軽石漂着による被害への迅速かつ多面的な対応についても、全力で
取り組む。（中略）また、被災したインフラや病院・学校等の公共施設等について、速やかに本格的な復旧を図る。

・ 河川、道路、㕲道等の災害ᪧ（国土㏻┬） 47

（令和３年１１᭶１䠕᪥㛶㆟Ỵ定）
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Ⅲ．未来社会を切り拓く「新しい資本主義」の起動

１．成長戦略

② 2050年カーボンニュートラルの実現に向けたクリーンエネルギー戦略
イ国民のライフスタイル転換と企業の低炭素化支援等

我が国の温室効果ガス排出の約６割は家計関連であり、国民のライフスタイルの脱炭素化に向けた転換が重要である。このため、
環境配慮行動へポイントを発行する企業や地域の取組を後押しする。また、断熱リフォーム支援や木造住宅の整備支援などＺＥ
Ｈ・ＺＥＢ33等の取組を促進する。さらに、省エネルギー基準の適合義務化など住宅・建築物分野における脱炭素化に資する法案
の次期国会提出を目指すとともに、住宅ローン減税のあり方やリフォーム税制の拡充・延長等について、令和４年度税制改正にお
いて結論を得る。あわせて、脱炭素化に資するまちづくりを推進する。

企業の低炭素化に向け、エネルギー多消費型産業における石炭火力自家発電の燃料転換や製鉄用設備の低炭素化等を支援す
る。また、海事・港湾・空港・鉄道等の分野における脱炭素化を推進する。加えて、我が国のグリーン国際金融センターとしての機
能向上に取り組むとともに、ＡＥＴＩ34を通じた、アンモニア、水素などのゼロエミッション火力への転換やＣＯＰ2635における取組に
率先して対応すべく、国際的な気候資金動員への貢献を行う。

・海事・港湾・空港・鉄道等の分野におけるカーボンニュートラルの推進＜財政投融資を含む＞（国土交通省）

48

③地方活性化に向けた積極的投資

イ観光立国の復活

（前略）

さらに、来るべきインバウンドの回復に備え、反転攻勢の基盤を構築するため、訪日外国人旅行者の受入環境を整備するとともに、
空港・港湾など広域交通拠点にアクセスする道路ネットワークや地域交通の安定的確保に資するインフラを整備し、国立公園の利
用環境の整備を含む自然環境を活かした地方活性化に取り組む。空港等の分野では、ＰＰＰ／ＰＦＩなどの官民連携手法を通じて
民間の創意工夫を最大限取り入れる。
（後略）

・地域観光等の拠点や多様な世代の集いの場を創出するコンパクトでウォーカブルなまちづくり等の実現（国土交通省）

【参考】 「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」（水管理・国土保全局関係主要部分抜粋）
（令和３年１１月１９日閣議決定）

Ἑᕝ事業 ◁㜵事業 海ᓊ事業 ୗ水道事業

【㜵⅏・安全交金】

䐟 長ᑑ化計⏬等に基づき、計
⏬的に⥔ᣢ管理を実しているἙ
ᕝにおいて、㏆年のᾐ水⿕ᐖに対
応するための集୰的なἙᕝ改ಟ

（ὀ） 「Ἑᕝཬ䜃Ἑᕝ管理設の長ᑑ化計⏬策定の手ᘬ
き」（H30.3）に定められたሐ㜵ཬ䜃Ἑ道について「ሐ㜵ཬ䜃
Ἑ道の長ᑑ化計⏬グ㍕ෆᐜイ䝯ー䝆」のグ㍕事㡯（௨ୗ
のϸ䡚ϻ）がグ㍕されていることを要௳とする。
ϸ⥔ᣢ管理方㔪ཬ䜃点᳨計⏬（方法）
Ϲ長ᑑ化対策方㔪ཬ䜃ྛἙᕝ༢の計⏬ᅗ・୍ぴ⾲、
Ϻ⥔ᣢ管理の年間計⏬
ϻྛἙᕝ༢の⥔ᣢ管理・᭦新等に係るコスト

② 「ᾐ水対策重点地域⥭ᛴ事業」
に⨨けられ実する事業

③ 大つᶍ地㟈に䜘り⏒大な⿕ᐖ
が発⏕することが定される地域
において䝝ード・䝋フト対策を୍య
的に実するἙᕝሐ㜵等の地㟈・
ὠἼ対策

䐢 水管理・国土保全局長通▱に
䜘る実要⥘に基づく「100mm/h安
ᚰ䝥ラン」に⨨けられ、ୗ水道
部局などと連携して実する事業

（ὀ）䐟䡚䐢については国土ᙉ㠎化地域計⏬等に⨨づけ
られた事業ͤ1であることを要௳とする。
ͤ1 国土ᙉ㠎化地域計⏬にἙᕝ事業の実に関するグ㍕
があり、かつ、Ἑᕝ整備計⏬に⨨けられている事業（た
䛰し、事業実にあた䛳てಶู計⏬をసᡂする②ཬ䜃䐢に
ついては、令和４年度ᮎまでに国土ᙉ㠎化地域計⏬を策定
するぢ㎸䜏を確ㄆできれ䜀䜘いこととする）

（ὀ）なお②については上グ事業のなかでも≉に重点配分を
行うこととする。

（ὀ）䐟䡚䐢についてはὶ域水䝥ロ䝆䜵クトが策定・公⾲さ
れた水⣔で実される事業であることを要௳とする。

【㜵⅏・安全交金】

䐟 重要なライフライン設や重要
交通⥙ཬ䜃ᕷ⏫ᮧᙺ場・支ᡤが保
全対㇟に含まれる⟠ᡤにおける土
◁⅏ᐖ対策事業

（ὀ）䐟については国土ᙉ㠎化地域計⏬等に⨨づけられ
た事業ͤであることを要௳とする

ͤ国土ᙉ㠎化地域計⏬に◁㜵事業の実に関するグ㍕が
あり、かつ、全య計⏬などのಶู計⏬等に⨨けられて
いる事業。

【㜵⅏・安全交金】

䐟 ༡海トラフ地㟈、㤳㒔┤ୗ地㟈
ཪは日ᮏ海⁁・༓ᓥ海⁁࿘㎶海⁁
型地㟈に対して、⫼後地に重要交
通⥙または人ཱྀが集୰する地域に
おいて地㟈・ὠἼ対策に資する海
ᓊሐ㜵等の整備

（ὀ）ሐ㜵、⬚ቨ、ㆤᓊの⪏㟈対策を行う事業については、
⪏㟈ㄪᰝに䜘り⪏㟈対策のᚲ要性の᭷↓が確ㄆ済であるこ
と、また、整備計⏬等に⪏㟈ㄪᰝ結果や⫼後地の≧ἣ等を
㋃まえた事業のඃ先㡰がグ㍕されていることを要௳とする。

（ὀ）ᩘ༑年からⓒᩘ༑年に１回⛬度発⏕するὠἼ（䝺䝧ル１
ὠἼ）㧗䜘り低いሐ㜵等を整備する事業については、㑊㞴対
策やᾐ水を考慮したまちづくりに関して法定計⏬等に♧され
ていることを要௳とする。

（ὀ）国土ᙉ㠎化地域計⏬に基づく事業ͤ1であることを要௳
とする
ͤ1 国土ᙉ㠎化地域計⏬に海ᓊ事業の実に関するグ㍕
がある事業

＜≉に重点配分を行う事業＞

上グのうち、ὠἼ⅏ᐖ㆙ᡄ༊域
等の指定ͤ2地域において実する
海ᓊሐ㜵等の整備

ͤ2 ὠἼ㜵⅏地域づくりに関する法ᚊに基づく指定

② ὠἼ⅏ᐖ㆙ᡄ༊域等の指定ͤ

地域において実する海ᓊሐ㜵等
の整備

ͤὠἼ㜵⅏地域づくりに関する法ᚊに基づく指定

【♫会資ᮏ整備⥲合交金】

䐟 アクション䝥ランに基づくୗ水
道ᮍᬑཬ対策事業

（ở水ฎ理設整備がᴫᡂしてい
ないᅋయに限る）

② ＰＰＰ／ＰＦＩ、ୗ水ởἾのエネ
ルギー利用、広域化・ඹྠ化の取
組を推進するため㏣加的にᚲ要と
なるୗ水道事業

【㜵⅏・安全交金】

䐟 ྛ地方公ඹᅋయが定めるୗ水
道事業計⏬に基づく㞵水対策事業

（㞵水出水ᾐ水定༊域の指定対
㇟ᅋయは、令和䠔年度௨㝆は、最
大クラスのෆ水に対応したᾐ水
定༊域ᅗをసᡂ済䜏である場合に
限る）

② 国民の安全・安ᚰの確保に向
けた௨ୗの取組を推進するため㏣
加的にᚲ要となるୗ水道事業

・༡海トラフ地㟈・㤳㒔┤ୗ地㟈の対㇟地域における重要
設の地㟈対策
・ୗ水道⥲合地㟈対策事業
・ୗ水道設の⪏水化・㠀ᖖ用電※確保

③ 温室効果ガス๐減効果の㧗い
省エネ対策事業

・ᚑ来䜘り20䠂௨上の消費電力㔞もしくは温室効果ガス排出
㔞を๐減できる機能向上改築

【参考】♫会資ᮏ整備⥲合交金、㜵⅏・安全交金における配分の考え方

49

34

治水 第810号令和４年４月30日発行



［参考］ 令和４年度 水管理・国土保全局関係予算総括表

50

単位：百万円

(A) (B) (A/B) (C) (D) (C/D)

979,268      943,232      1.04 865,427 845,791      1.02

959,381      927,293      1.03 848,413 830,843      1.02

19,887       15,939       1.25 17,014 14,948       1.14

24,874       24,874       1.00 24,874 24,874       1.00

24,874       24,874       1.00 24,874 24,874       1.00

117,282      83,328       1.41 61,359 43,659       1.41

1,121,424    1,051,434    1.07 951,660 914,324      1.04

<51,943> <1.01>
64,001       62,577       1.02 50,453 50,243       1.00

39,568       40,276       0.98 32,840 34,315       0.96

24,433       22,301       1.10 17,613 15,928       1.11

1,185,425    1,114,011    1.06 1,002,113 964,567      1.04

前 年 度
対 前 年 度
倍 率

令 和 ４ 年 度 前 年 度
対 前 年 度
倍 率

災 害 復 旧

治 山 治 水
１．東日本大震災復興特別会計に計上する復旧・
　  復興対策事業に係る経費については、次頁の
    令和4年度水管理・国土保全局関係予算総括表
　 （東日本大震災復興特別会計）に掲載してい
　  る。

２．本表には、個別補助化に伴う増分33,100百万円
　　を含む。

３．国費の< >書きは、他局の災害復旧関係費の
　  直轄代行分（令和4年度2,200百万円、
  　前年度1,700百万円）を含む。

４．本表のほか、
　 （１） 委託者の負担に基づいて行う附帯・受
　　 　　託工事費として令和4年度30,012百万円、
　　　 　前年度24,530百万円
　 （２） 国有特許発明補償費として令和4年度
　　　　 0百万円、前年度0百万円
　 （３） 行政経費（国費937百万円）
　  (４） 省全体で社会資本整備総合交付金
　　　　 581,731百万円、防災・安全交付金
　　　　 815,570百万円がある。

５．前年度はデジタル庁一括計上分6,100百万円
　　を一般公共事業から行政経費へ組替えた後の
　　額であり、デジタル庁一括計上分を含めた場
　　合、国費970,667百万円である。

６．四捨五入の関係で合計値が合わない場合があ
    る。

治 水

海 岸

住 宅 都 市 環 境 整 備

都 市 環 境 整 備

下 水 道

事 項

事 業 費 国　　　　　　　　　　　費

備 考
令 和 ４ 年 度

一 般 公 共 事 業 計

<52,653>
災 害 復 旧 等

災 害 関 連

合 計

［参考］ 令和４年度 水管理・国土保全局関係予算総括表

䠄ᮾ᪥ᮏ㟈⅏⯆≉ูィ䠅

51

単位：百万円

(A) (B) (A/B) (C) (D) (C/D)

4,312 8,932 0.48 4,095 7,433 0.55

4,312 8,932 0.48 4,086 7,433 0.55

- - - 9 - -

4,312 8,932 0.48 4,095 7,433 0.55

１．上グ計ᩘのほか、 社会資本総合整備（復興）（国費103百万円㹙省全体㹛）がある。
２．四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある。

災 害 関 連

公共事業関係 計

災 害 復 旧 等

災 害 復 旧

事 項

事 業 費 国 費

令 和 ４ 年 度 前 年 度
対 前 年 度
倍 率

令 和 ４ 年 度 前 年 度
対 前 年 度
倍 率
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H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

（兆円）

9.5

�当
初
�

�補
正
�

社会資本整備事業特別会計
の廃止に伴う経理上の変更に
よる増額の影響 6,167億円

減額補正

（執行停止分）

地方道路整備臨時交付金相当額
が一般会計計上に変更されたこと
による増額の影響 6,825億円

14.9

（年度）
※ 本表は、予算ベースである。また、計数は、それぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは一致しないものがある。
※ 平成21年度予算については、特別会計に直入されていた地方道路整備臨時交付金相当額（6,825億円）が一般会計計上に変更されたことによる影響額を含む。
※ 平成23・24年度予算については、同年度に地域自主戦略交付金に移行した額を含まない。
※ 平成26年度予算については、社会資本整備事業特別会計の廃止に伴う影響額（6,167億円）を含む。
※ 防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策の初年度及び２年度分は、それぞれ令和２年度及び令和３年度の補正予算により措置されている。
※ 令和３年度予算額（6兆549億円）は、デジタル庁一括計上分145億円を公共事業関係費から行政経費へ組替えた後の額であり、デジタル庁一括計上分を含めた場合、6兆695億円である。

1.3

防災・減災、国土強靱化の
ための３か年緊急対策

防災・減災、国土強靱化の
ための５か年加速化対策

0.7

8.1

（案）

【参考】 公共事業関係費（政府全体）の推移
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H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

補正予算

臨時・特別の措置額

ୗỈ道事業関係費

当初予算

（億円）

社会資本整備事業特別会計の廃止に伴う経理上
の変更増分（1,665億円）
ͤᐇ㉁ⓗな国費の増加をもたら䛩ものではない。
ͤ27年度௨㝆は変ᛂ分と同額を᥍㝖。

社会資本整備⥲合交付金➼への
移行分2,139億円を㝖䛟

H23.7 Ỉ⟶理・国土ಖ全ᒁにᨵ組

当初予算（ୗỈ道事業予算）

当初予算（Ἑᕝ・◁防・ᾏᓊ事業予算）

ͤH24䡚

10,935

10,569

䠷 䠹

9,143

䠷 䠹

【参考】 Ỉ⟶理・国土ಖ全ᒁ関係予算の推移

（案）※災ᐖᪧ関係費、行政経費は㝖䛟。（ୗỈ道事業関係費についてはH24から含む）
※䠤２２௨㝆については、に社会資本整備⥲合交付金➼がある。
※R䠍の当初予算についてはಶ別補ຓ事業化に伴う増分506億円、ᾘ費⛯⋡のᘬ上䛢に伴う影響額を含む

R２の当初予算についてはಶ別補ຓ事業化に伴う増分324億円、R３当初予算についてはಶ別補ຓ事業化に伴う増分226億円、 R䠐当初予算についてはಶ別補ຓ事業化に伴う増分331億円を含む
※R３当初予算௨㝆については、デジタル庁一括計上分経費を㝖䛟。

9,517

※䠷 䠹はୗỈ道事業予算、臨時・特別の措置を含めたỈ⟶理国土ಖ全ᒁ関係の当初予算の計

䠖防災・減災、国土強靱化のための
５か年加速化対策

䠖防災・減災、国土強靱化のための
３か年緊急対策

䠷 䠹
䠷 䠹

5か年
加速化
対策

初年度分

5か年
加速化
対策

２年度分
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「マイ・タイムライン」を作ろう！
８割以上の人が、「マイ・タイムライン」の有効性を実感※。
一人ひとりのタイムライン（防災行動計画）を作って、
災害を「我がこと」として考えることが重要です！
※マイ・タイムラインかんたん検討ガイドより

「ハザードマップポータルサイト」で
災害リスクを確認！

洪水や土砂災害、津波、道路防災情報など、
水害のおそれがある場所を地図で表示します。

「逃げ遅れゼロ」実現に向けて

リスク情報を自ら取得して、
着実な避難を実施することが重要です！
日頃から

大雨の時

避難の時

（この冊子は、再生紙を使用しています。）

逃げキッド

マイ・タイムライン
かんたん検討ガイド

ハザードマップ
ポータルサイト

「川の防災情報」でレーダ雨量、
河川水位、カメラ画像などをチェック！

大雨の時に必要となる川の情報を
リアルタイムで確認することができます。

川の防災情報

逃げなきゃコール

あらかじめ
準備を

地点登録で
簡単アクセス！

「逃げなきゃコール」を事前に登録！
離れた場所でも、家族など大切な人の防災情報を
プッシュ通知で受け取ることができます。

非常時には早めの避難を！
避難指示など行政が発信する情報のタイミングで避難！
非常時には、ためらわずに行動することが大切です。

「逃げなきゃコール」で家族の避難を後押し！
あなたの一声が大切な人を災害から守ることにつながります。

2237
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令和4年度水防月間実施要綱

国土交通省水管理・国土保全局河川環境課水防企画室

　５５月１日から５月３１日（北海道は６月１日から
６月３０日）は、水防の意義及び重要性についてご
理解を深めていただくための「水防月間」です。
　我が国は、地形、気象などの自然的条件に加え、
河川流域の急速な開発という社会的要因により、
洪水等による災害が起こりやすい環境にあり、毎年、
豪雨や台風などにより幾多の尊い人命と多くの資
産が失われております。
　昨年は令和３年８月豪雨等による大雨により、全
国各地で甚大な被害が生じました。
　これまでの想定を超える浸水被害が多数発生す
る中、安全で安心できる地域社会を実現するために
は、水防団、消防団による水防活動に加え、河川管
理者との連携、ハザードマップを活用した避難確保
の取組、事業者や自主防災組織等による水防への
参加など、「地域の防災力」の強化がより重要です。

　国土交通省では、関係機関とともに、国民全般
に水防の重要性と水防に関する基本的考え方の普
及を図り、水防に対する理解を深め、広く協力を求
めることにより、水害の未然防止又は軽減に資する
ことを目的として水防月間を定めております。
　水防月間中においては、ポスター、リーフレット等
を活用して広報活動を積極的に展開し、都道府県、
水防管理団体（市町村等）とともに、出水を想定し
た水防演習や情報伝達訓練の実施、水防資機材・
河川管理施設等の点検・整備を行うほか、水防に
関する展示会、講習会等の行事を全国各地におい
て開催することとしております。
　水防は、皆様の協力を得ることによって、その効
果を最大限に発揮できるものであり、皆様の積極的
なご参加とともに、「水防月間」へのご理解とご協
力をお願いいたします。

　 警察庁、総務省消防庁、防衛省、全国知事会、全
国市長会、全国町村会、NHK、一般社団法人日本
新聞協会、一般社団法人日本民間放送連盟、日本
赤十字社

４．後    援
　水防月間の実施は、水害から国民の生命と財産
を守るため、国民全般に水防の重要性と水防に関
する基本的考え方の普及を図り、水防に対する国民
の理解を深め、広く協力を求めることにより、水害
の未然防止又は軽減に資すること及び出水期を前
にした水防体制の強化を図ることを目的とする。

１．目    的

　全国水防管理団体連合会、公益社団法人日本河
川協会、全国治水期成同盟会連合会、一般社団法
人建設広報協会、一般社団法人全国海岸協会、公
益社団法人全国防災協会、一般財団法人河川情報
センター、全国建設弘済協議会

５．協　賛

　洪水から守ろうみんなの地域

６．運動のテ－マ

　令和４年５月１日（日）から令和４年５月３１日（火）まで
（北海道にあっては、令和４年６月１日（水）から令和４
年６月３０日（木）まで）

２．期    間

　国土交通省、内閣府、都道府県、水防管理団体
(市町村等)

３．主    催

水防月間について
－洪水から守ろうみんなの地域－

５月１日～５月３１日（北海道６月１日～６月３０日）
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（１）水防の重要性の普及と水防訓練の実施
※特に、水防訓練においては、防災関係機関をはじ
め地域住民・企業等多様な主体が参加できるよう
にするとともに、実態に即した水防工法等を実施
（２）水防体制の強化
※特に、水防警報等の情報伝達体制の確保、重要
水防箇所の周知徹底及び水防活動従事者の安全
確保
（３）河川管理施設等の巡視、点検及び整備等
※特に、堤防、護岸、堰、水門、樋門、閘門等の点
検整備

７．月間の重点

　水防管理団体、国及び都道府県（以下「水防管理
団体等」という。）は、出水期を前にしたこの月間内に、
以下の活動を実施するよう努めるものとする。
　ただし、新型コロナウイルス感染症対策が重要とな
っている現下の状況に鑑み、各活動の実施に当たっ
ては、各地域における感染状況等に留意しつつ、クラ
スターが発生することがないよう、新型コロナウイルス
感染防止策を講じること。

Ⅰ  水防の重要性の普及と水防演習等の実施
（１）広報活動等の推進
①水防管理団体等は、新聞、テレビ、ラジオ等の報道
関係機関の協力や、インターネット、広報誌、ポスタ
－、パンフレット等を活用し、水防の意義及び重要性
並びに水防月間の実施の趣旨が地域住民に十分
に普及・浸透するよう、効率的、効果的な広報活動
を実施すること。また、広報の素材となる写真・動画
等について、訓練や実際の水防活動の際に収集し
ておくよう努めること。
②水防管理団体等は、洪水、雨水出水、高潮、津波等
による水害に対する住民等の防災意識を高めるた
め、水防に関する講演会、シンポジウム、展示会、水
防学校等の各種行事を実施すること。
③都道府県は、洪水予報河川、水位周知河川及び周
辺に住家等の防護対象のある一級、二級河川につ
いて、想定最大規模の外力に関する浸水想定区域
等を速やかに指定・公表するとともに、これら以外の
一級河川及び二級河川においても、浸水が想定さ
れる範囲の把握・公表に努め、水害リスク情報の空

白域の解消を推進すること。国及び都道府県は、市
町村と連携し市街地・住宅街等における想定浸水
深等の表示の推進に努めること。
　　また、国及び都道府県は、想定最大規模の洪水
等により家屋が倒壊・流失するおそれがある区域を
公表した場合は、市町村と連携し説明会を開催する
こと等により住民への周知を徹底すること。
④市町村は、水害時の住民等の円滑かつ迅速な避難
の確保を図るため、住民等が自ら浸水リスクについ
て確認出来るよう、想定最大規模の外力に対応し
たハザードマップ等を作成・公表するとともに、一層
の周知徹底を図ること。
　　また、過去の洪水等による浸水実績等の把握に
努め、これを把握したときは、水害リスク情報として住
民等へ周知すること。
　　河川管理者は、水防管理者が浸水被害軽減地
区を指定する際の参考となるよう必要な情報提供・
助言等を行うこと。
⑤市町村は、浸水想定区域内にあり、利用者の洪水
時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図る必要が
認められる地下街等及び要配慮者利用施設で、未
だ市町村地域防災計画に定められていない施設が
ある場合は早急に市町村地域防災計画に定めるこ
と。
　　また、市町村地域防災計画に位置づけられた施
設の管理者等に対しては、利用者の避難確保や浸
水防止の計画作成や訓練の実施、自衛水防組織
の設置が推進されるよう積極的に働きかけるととも
に、訓練後は振り返りを行い、必要に応じて避難確
保や浸水防止の計画の見直しを行うよう働きかけを
行うこと。さらに、管理者等からの相談に対して、必
要に応じて助言等を行うこと。
⑥水防管理団体等は、洪水等 に対しリスクが高い区
域について、ウェブサイトへの掲載や市町村の広報
活動を通じて、住民等への周知の徹底を図ること。
⑦水防管理団体等は、水防団員の確保のための住民、
企業、団体への積極的な広報活動や協力依頼等を
実施すること。
　　また、サラリーマンである水防団員が支障なく水防
活動に従事できるように、水防活動時の休暇の取
扱いについての配慮等所属事業所等への理解、協
力等の積極的な働きかけを実施すること。
⑧水防管理団体等は、永年功労や水防活動への従
事のみならず、水防技術の向上・伝承、水防体制の

８．実施概要
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　整備・水防思想の普及等、水防に関し顕著な功績
のあった個人又は団体に対する表彰を実施するとと
もに、市町村の広報誌に掲載する等により、広く周
知を図ること。

（２）水防訓練等の実施
①水防管理団体等は、河川管理者をはじめ警察、消
防、自衛隊等の関係機関と協力した洪水時におけ
る相互の連携による水防体制の強化、水防団の水
防工法・技術の習得・向上、住民の水防に関する基
本的考え方の普及や水防意識等の高揚を図るため、
水防訓練を実施すること。
②水防管理団体等は、河川特性、流域特性、実際の
水防活動の経験談等を関係者間で共有するととも
に、河川の特性を踏まえた水防工法訓練や、水防に
関する新技術の普及、導入に努めること。
③水防管理団体等は、水防訓練の実施に際しては、
水防の担い手確保の観点からも、できる限り多くの
地域住民、建設会社を含む企業、NPO等に参加を
呼び掛けるとともに、複合災害等も想定した実践的
な訓練となるよう努めること。
　水防管理団体等は、水防訓練の実施に際して、特
に災害時の協定を締結している建設業者・建設関
連業者等の参加を促すとともに、建設機械の展示
や乗車体験等、建設業者を身近に感じられる取組を
行うなど、将来、水防協力団体の指定につながる建
設業者等と水防管理者の連携・協力関係の構築を
図ること。
⑤水防管理団体等は、水防訓練の実施に際して、大
規模水害を想定した情報伝達、水害対応タイムライ
ンに基づく水防活動（水防団員自身の退避等の安
全管理行動を含む）、水防団・水防協力団体・自主
防災組織・福祉関係者等による住民への避難の呼
びかけや避難誘導など、実践的な訓練となるよう努
めること。
⑥水防管理団体等は、洪水等による水災時の住民等
の円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、ハザード
マップを活用したマイ・タイムラインの作成や、まるご
とまちごとハザードマップ等を活用した住民参加によ
る避難訓練を実施すること。
　　なお、訓練は、可能な限り高齢者や障害者等の
避難行動要支援者の参加も得て実施するととも
に、夜間の避難等も想定して避難経路上の危険
箇所の確認を行うなど、実践的な訓練となるよう努
めること。

⑦水防管理団体等は、市町村地域防災計画に位置
付けられた地下街等、要配慮者利用施設、大規模
工場等の管理者等が行う、施設利用者の洪水時等
の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時等の浸
水防止のための訓練の支援に努めること。
⑧水防管理団体等は、必要に応じ水防専門家派遣
制度を活用し、水防に関する高度な知識及び技能
の習得が図られるよう水防研修会等における講義、
討論、実習等研修内容の充実に努めること。　　

Ⅱ  水防体制の強化
（１）水防警報等の情報伝達体制の確保
　　水防管理団体等は、水防警報、洪水予報、特別
警戒水位到達情報等の水防情報の迅速かつ的確
な伝達を図るため、関係各機関との通信及び連絡
に必要な機器及び施設の点検整備を行うとともに、
量水標管理者、水防団及び消防機関等と連携した
総合的な情報伝達演習を行うこと。
　　特に、洪水時における通信機能の低下や混乱に
備えた無線機器による情報伝達訓練及び避難情
報の発令を含む水害対応タイムライン等を活用した
情報伝達訓練を実施すること。
　　また、市町村にあっては、住民及び市町村地域防
災計画に位置付けられた地下街等、要配慮者利用
施設、大規模工場等の管理者等、自衛水防組織に
対する洪水予報等及び避難情報の確実な伝達を
図るため、情報伝達訓練を実施するとともに、伝達
する各情報の意味すること等について、周知を図る
こと。
　　なお、水害対応タイムライン等を活用して情報伝
達訓練を実施した場合、訓練により明らかになった
課題を踏まえ、避難情報の発令基準や水害対応タ
イムライン等の見直しを行うこと。

（２）水防資器材 の点検、整備
　　水防管理団体等は、水防資器材の点検を行い、
地域や河川の特性を踏まえた資器材の整備を図る
とともに、整備結果等を踏まえて水防計画の見直し
を行うこと。

（３）重要水防箇所の周知徹底等
　　河川管理者は、洪水時に迅速かつ的確な水防
活動の実施が図られるよう、水防管理団体、水防団、
自治会等と共同巡視を行い、重要水防箇所の周知
徹底を図ること。また、氾濫危険水位を設定した箇
所の水位と水位観測所等の水位との関係や、氾濫
危険水位を設定した箇所毎の想定される浸水区域、
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　　危険水位を設定した箇所毎の想定される浸水区
域、浸透・侵食に関して特に注意を要する箇所等、
水防に必要な情報共有を行うこと。

（４）河川管理と水防の連携強化
　　河川管理者は、水防管理団体に対し、人員の応
援や資器材の提供、水防管理団体が実施する水
防訓練への参加等、水防活動への協力体制を確
保すること。

（５）水防活動従事者の安全確保
　　水防管理団体等は、水防活動従事者の安全を
確保するため、水防活動従事者の退避ルールの確
立に努めるとともに、水防訓練等の機会を利用して
無線通信機器やライフジャケット等安全装備の点
検・整備を実施すること。

（６）水防協力団体制度等の活用
　　水防管理団体等は、自主防災組織や企業等に
水防協力団体制度の活用を提案することなどにより、
水防への参画を促すこと。

（７）民間事業者の水防活動への参画の推進
　　水防管理団体等は、洪水時等に円滑な水防活
動が実施できるように、水防管理者と民間事業者の
間で、あらかじめ、水防活動を含む災害協定等を締
結することに努めること。

Ⅲ  河川管理施設等の巡視、点検及び整備等
　　水防管理者等は、河川を巡視し、水防上危険で
あると認められる箇所があるときは、直ちに当該河川
の管理者に連絡して必要な措置を求めること。
　　河川管理者においては、一層厳重に河川を巡視
するとともに、河川管理施設、許可工作物の安全性
について点検し、以下について実施すること。

（１）危険と思われる河川管理施設等については、速や
かに補強工事その他の適切な措置を講ずること。

（２）許可工作物については施設管理者による点検、
整備を十分行わせるとともに、その状況について河
川管理者への報告を求め、施設管理者の立会いの
もと、点検の結果を確認する等適切な指導監督を
行うこと。

（３）堤防、護岸等については、損傷や変形、浸透、侵
食など施設の状態を確認するとともに、近年の集中
豪雨による災害に係る被災箇所については、厳重
な警戒を行うこと。

（４）堰、水門、樋門、閘門等の工作物のゲ－トの開閉
状況、取付護岸の維持状況、樋門周辺の空洞化状
況及び下流側の河床低下の状況等について重点
的な点検を行うこと。
　　なお、津波や整備水準を上回る洪水、高潮の発
生時において、水門等を操作できない状況が生じる
場合があるので、河川管理者は水門等の状況や操
作の考え方について水防関係者等に十分に説明
するとともに、防災訓練など各種機会を通じた情報
提供により、住民への周知を図ること。


